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             開 議  午前１０時００分 

○議長（小松則明君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は12名であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 一般質問 

○議長（小松則明君） 日程第１、一般質問を行います。 

  山﨑 充君の一般質問を許します。御登壇願います。山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） おはようございます。一有会の山﨑でございます。 

  12月の議会の一般質問のトップバッターとして登壇できることを議長からお許しいた

だき、次の２点について質問させていただきます。 

  １点目は、おおつち地場産業活性化センター安渡研究棟についてであります。 

  当センターは、当町の水産・農産の原料を使って、新商品や高付加価値商品の開発を

目的に設立されたと聞いております。ついては、令和元年の設立から昨年度までの利用

実績についてお伺いします。 

  年度別の利用回数と開発・上市された具体的な商品名を伺います。 

  年度別の管理費、設置機器の保守メンテナンスを含めた総支払い費用（経費）額と収

入額について伺います。 

  また、当センターの設立後の運営と町の総合計画との整合性について伺います。 

  ２点目は、津波避難計画についてであります。 

  まず初めに、11月に実施した日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの大津波想定での

避難訓練の参加人数と車避難の訓練参加台数について伺います。また、今回の訓練につ

いての総括を伺います。 

  次に、県が公表した想定被害について伺います。 

  県は市町村別に想定被害を公表していますが、県が想定した当町の想定被害について

伺います。 

  公表された想定被害は対策すれば相当低減できるとありますが、その対策について伺

います。 

  県が行った最大クラスの津波浸水シミュレーションにおいて、当町の対策本部の設置

場所は、どの程度浸水するか伺います。 
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  次に、当町における震災被害対策についてお伺いします。 

  発災後の職員の災害対策本部への参集計画について伺います。 

  また、今回の避難訓練について、今後の町民の参加意識の醸成策について伺います。 

  防災士の育成（養成）実績と今後の計画について伺います。 

  震災直後の町内の情報収集にドローンが有効だと考えますが、ドローン部隊の創設に

ついて町の見解を伺います。 

  想定被害に対する仮設住宅の想定（必要）建設戸数及び建設場所の選定状況について

伺います。 

  以上、当局の見解を求めます。ありがとうございます。 

○議長（小松則明君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（平野公三君） 山﨑 充議員の御質問にお答えをいたします。 

  初めに、おおつち地場産業活性化センター安渡研究棟についてお答えいたします。 

  おおつち地場産業活性化センター安渡研究棟の居室別利用件数は、令和元年度149件、

令和２年度739件、令和３年度928件、令和４年度803件となっております。 

  新商品の研究、開発を目的とする施設のため、販売商品の加工製造はできないものの、

これまで岩手大槌サーモン及び岩手ジビエ大槌鹿を原料とした試作、開発はもちろんの

こと、町内事業者に利用されてきております。 

  また、当センターでは、商品開発のための講習会も開催し、町内事業者の方と新製品

開発のヒントになるような機会の場を創出しております。 

  次に、各年度の維持管理費及び使用料収入については、令和元年度維持管理費約120万

円、使用料収入約35万円、令和２年度維持管理費約163万円、使用料収入約107万円、令

和３年度維持管理費約156万円、使用料収入約105万円、令和４年度維持管理費約168万円、

使用料収入約128万円となっております。 

  次に、施設の運営については、現在、主に事前予約による運営のため、貸館業務は産

業振興課が直営で行っております。 

  第９次大槌町総合計画とおおつち地場産業活性化センター安渡研究棟の整合性につい

ては、町の総合計画では、基本方針１において、「産業を振興し町民所得を向上させるま

ちづくり」を掲げており、基本施策（１）「おおつちの自然を生かし、継承する一次産業

の実現」における「生産性の向上及び安定収量の確保」及び「生産から、流通・販売ま

での一貫したスキーム強化」において、高付加価値産品の開発や販路拡大に向けた支援
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等を主な取組としております。 

  おおつち地場産業活性化センター安渡研究棟は、住民の所得に直結する産業の再生と

雇用の確保のため、新たな生産手法の開発や生産物に高い付加価値をつけるなど、ほか

との差別化による売上げの確保を目標として、平成30年度に地方創生拠点整備交付金に

より桃畑養魚場とともに整備したものであり、町の総合計画に位置づけられた運営を行

い、引き続き岩手大槌サーモンや大槌鹿に続く地場産品の拡大、開発に官民一体となっ

て取り組んでまいります。 

  次に、避難訓練についてお答えをいたします。 

  先月11日に実施した大槌町津波避難訓練には、1,280名の御参加をいただきました。そ

のうち車にて避難訓練に参加された台数は、金沢地区体育館は25台、リサイクルセンタ

ー隣仮設住宅跡地は11台であります。 

  訓練についての総括としましては、まず、本年度初めて大槌学園及び吉里吉里学園の

両学園の児童生徒がそろって、町の津波避難訓練に参加し、全町的な取組を目指す目標

により近づいてきたと考えております。 

  新たな試みとして、大槌学園学区では、避難訓練終了後に各避難場所において、町内

会・自治会の御協力をいただいて防災訓練を実施しました。 

  また、吉里吉里学園学区では、中学部の生徒が中心となって避難所運営訓練を実施し

ました。避難場所に避難して終わりではなく、毎年地区ごとに工夫を凝らしていく地区

別の防災訓練を今後も継続していくことで、訓練のマンネリ化を防ぐことにつながると

考えております。 

  新たにルールを策定しました車による避難については、アンケート結果により、避難

場所の入り口が分かりにくいなどの御意見をいただき、誘導看板の設置を本年度中に実

施し、課題解消に努めてまいります。 

  訓練の参加者数は、昨年度より233名増加しており、来年度以降も多くの町民の皆様に

御参加いただけるよう呼びかけてまいりたいと考えております。 

  次に、県が昨年９月に公表した岩手県地震・津波被害想定調査報告書についてお答え

をいたします。 

  この報告書における津波による人的被害の予想結果は、大槌町に最も大きな被害を与

える東北地方太平洋沖地震モデルにおいて、280人とされています。 

  また、対策については、自助・共助・公助による取組、耐震化率の向上、家具固定率
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の向上、避難意識の向上、早期避難、発災後にすぐに避難などが挙げられています。 

  当町の災害対策本部は、役場総務課執務室内としていますが、役場庁舎の最大浸水想

定は6.9メートルとなっており、津波警報及び大津波警報が発表された場合は、中央公民

館に災害対策本部を設置いたします。なお、中央公民館は浸水しない想定となっており

ます。 

  次に、震災被害対策についてお答えをいたします。 

  職員の参集については、津波注意報が発表された場合は、全管理職と避難所開設職員

が参集となります。また、津波警報及び大津波警報が発表された場合は、全職員が参集

対象となります。 

  なお、津波警報以上では、津波到達予定時刻の15分前までに本部に来られる職員は、

本部へ避難・参集することとしておりますが、安全な移動行程が確保できない場合、ま

たは情報が確認できない場合は参集しないとしております。本部に参集できなかった職

員は、自身の安全が確保できる場合は最寄りの指定避難所へ参集しますが、安全が確保

できない場合は、より安全な場所に避難し待機することとしております。 

  町民の避難訓練への参加意識の醸成策については、本年実施しました避難訓練の後の

地区別防災訓練のように、自治会・町内会等と連携した訓練を実施することで、町民の

皆様の参加意識の向上につなげていきたいと考えております。 

  防災士の育成において、防災士取得のための取組としては、毎年５名程度に防災士養

成講座に参加していただいており、講座及び受験費用を補助することで資格取得者を増

やす取組を行っております。 

  また、町独自の取組として、資格取得取得後にも、取得して終わりではなく、激甚化

する近年の災害についてなどを学ぶ場を設けることを目的に、防災士を対象とした研修

を実施しております。 

  ドローン部隊については、現在、町としては過去の災害の教訓などから、災害発生時

における災害対策本部の体制や避難所運営の強化を進めているところであり、災害対策

本部及び避難所運営の必要職員人数を鑑みると、ドローン部隊の創設は難しいと考えて

おります。 

  しかしながら、釜石大槌地区消防本部大槌消防署ではドローン１機、操作担当４名が

配備されており、町から要請を出すことによって、町内におけるドローン調査等が可能

であることから、ドローン調査における連携を進めてまいります。 
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  仮設住宅の想定建設戸数及び建設場所の選定状況については、浸水想定区域外の町有

地を優先的に選定することとしておりますが、不足する戸数分については、実災害の様

相及び規模を見極めた上で、被災後の状況を鑑みながら、仮設住宅を建設することを考

えております。 

○議長（小松則明君） 再質問を許します。山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） ありがとうございました。 

  おおつち地場活性化センターの収支についての答弁がございました。その数字の中に、

役場職員の経費というのは入っておりますでしょうか。当然収支の場合なので、実際電

気料とかその辺の具体的な数字もさることながら、そこを担当している役場の職員の要

は経費、年間何ぼかかっているのかなというのがこれ入っていますでしょうか。もし入

っていなければ、もちろんこの場では概算でいいので、どのぐらいかかっているのかと

いう御見解があればお示ししてもらいたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  当センターのオープンに関しまして、それから講習会については、山﨑議員も御参加

いただきまして、当センターの利用向上について、いろいろ御助言等いただきまして、

日頃よりありがとうございます。 

  人件費につきましては、担当職員が１人専任でいるわけではございませんので、例え

ばほかの事業も兼務してございますから、何とも言えないというか、単純に割り返しは

できませんが、0.3人分ぐらいというふうに算出してございます。ということでございま

して、人件費相当では約200から300万円というふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） ありがとうございます。 

  今回センターは試作品研究ということが目的なので、実際にあそこの装置を使って商

品化をできないというふうにルール上なっていますが、例えば商品化できるという、当

然保健所の許可とか必要になると思うんですが、そういうところに何て言うんだろう、

アウトソーシング、町で今かけているところは販路拡大のところです。その販路拡大が

できますという団体に、特に私産業振興課よく言っていますけれども、特に人数が少な

い。その中で、やっぱり産業振興の負担を減らすということ、それからあと、センター

の有効的な活用を考える上で、やっぱりそういう団体にアウトソーシングというのも一
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つのやり方ではないのかなと私は思っています。実際問題、あそこに管理する部屋もあ

るんですけれども、どなたも常駐していないし、例えば使った機械の掃除とかメンテナ

ンス、それらもなかなかうまくいっていないんじゃないかなと私は思っていますので、

その辺のアウトソーシングについて、ぜひ前向きに検討をお願いしたいと思います。 

  町長、今のやり取りの中で感想があれば、一言いただければと思います。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長（平野公三君） ありがとうございます。 

  活性化センターの、それこそ活性化ということになりますので、当初の部分では指定

管理も含めて考えたところなんですけれども、なかなか受け手がなかったということで、

直営という形になっていますが、今山﨑議員お話あったとおり、アウトソーシングの方

向についても、担当課と含めて調整をさせていただきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） ぜひ前向きにお願いします。 

  一言、もし民間なりアウトソーシングする場合に、条例の変更等がもし必要であれば、

その辺を見逃さないように、ぜひお願いしたいと思います。 

  次に防災計画について、ちょっと何点か御質問があります。 

  震災、要は防災計画の中に、仮設の要は建てる計画という一言がありまして、まずは

町有地を優先すると、足りなければ民有地をというふうに載っているんですけれども、

あらかじめ民有地のほうも見当がつくはずなので、例えば今予定している、もしくはこ

こに建てたいなというところがあるんであれば、そこの地主の方と協定を結ぶとか、そ

ういう場合にはぜひ利用させてくださいという、そういう前もっての協定なり、そうい

う準備ができるんではないかなと。 

  私、震災後にボランティア入ってきたんですけれども、三陸の中で私一番びっくりし

たのが、仮設を書いてある案内板があるんですよ。１番の次は20番なんだよね。次が３

番とかという感じで、規律性がないというか、多分できた順番だと思うんですけれども、

ああいう表示しているのは大槌だけなんですよ。それは番号というのは後から幾らでも

変更できるわけで、やっぱりその利便性を考えると、仮設に行く人が大変迷うわけです

よね。例えばそういうことも準備できるわけですよ。前もって、当然震災が来たときに

直面する問題、それをかなり具体化、前もって具体化して準備しておくというのが必要

だと思います。 
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  続けて言いますけれども、例えば6.9メーターがここに来ると。そういう想定ですよね。

津波警報が出た場合には上に上がるという、そういう回答でしたけれども、例えばその

上の本部の準備できていますか。例えば部屋ごとに、ここはこういう部屋にするよとか。

私震災の検証を読むと、特に役場の職員の疲弊が極限であったという。私今でも町長の

ひげ面の目が落ちくぼんだ顔をまだ覚えていますけれども。その次に、女子社員がいる

部屋がなかったので、着替え等に難渋したと書いてあります。だから、そういう検証に

も指摘されている事項もあるので、中央公民館に女子控室とか、そういう部屋をあらか

じめ計画しているのかどうか。 

  だから想像力なので、だから6.9メーター来るの分かっているんであれば、もっと言う

と、（聴取不能）注意というか、上に行かないでここの総務課に集まったその時点で、前

回みたいに電力切れて、いろんな情報が一切入ってこないという……。 

○議長（小松則明君） 山﨑議員、質問を端的に、これこれという部分で聞いてほしいん

です。答弁に困ると思います。 

○２番（山﨑 充君） すみません。ありがとうございます。 

  １点目、さっき言った民有地の、例えばあらかじめ準備しておくということについて

はいかがでございましょうか。 

○議長（小松則明君） 防災担当課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） 町長答弁でもお答え

いたしましたように、町内では土砂災害等の危険があるところが非常に多いです。地震

となったときに津波はもちろんですけれども、地震となったときに土砂災害が起きない

とは言い切れないので、民有地については地震の様相を見た上で選定をしたいというこ

とを考えております。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） ありがとうございました。 

  次に、さっき言った本部の設置について、上の中央公民館の準備ができているのかど

うか、特に通信環境とか、そういうインフラができているのかどうか。それからさっき

言った女子職員の部屋の設定とか、例えば、そういう準備がもうできていますでしょう

か。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） 昨年度ＢＣＰ計画を
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作成しまして、各課でしなければならないこと、時間ごとに、災害時にしなきゃいけな

いこと、平常時の業務でしなければいけないことなどを定めております。その中で災害

対策本部の在り方についても検討しており、現状災害対策本部ではインターネット環境

などが整っておりますので、上で情報を取得することは可能です。控室につきましては、

女子に限らず男性も必要だと思いますので、その辺も含めて今後検討してまいりたいと

思います。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） ありがとうございました。 

  ちょっと質問が前に戻りますけれども、仮設住宅を建てます。それで県の想定で、流

出家屋数も出たと思うんですけれども、その時点で必要な仮設戸数というのもあらかじ

め分かっていると思うんですよね。だから、そういう仮設戸数の建設の戸数の想定、当

然それを建てるための要は土地の想定、その辺も十分今から準備できるわけですよ。だ

から、私がさっきも言ったボランティア入ってきたときに、大槌、私も仮設入りました

けれども、足りなかったんですよね、大槌、仮設戸数が。だから、そういう要は震災で

貴重な体験しているので、その経験に基づいて、あらかじめ仮設の建設戸数の想定、こ

れも十分できると思うんですよね。その辺はいかがでございましょうか。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） お答えいたします。 

  県の被害想定で予測されている流出戸数は2,700戸。それに加えまして、地震で倒壊、

全壊、半壊する戸数が110戸でございますので、合わせて2,810戸になります。ただ、そ

れは最大のクラスの浸水想定が来た場合であって、それより小さい津波が来るというこ

ともあり得ます。ですので、状況状況を見て、仮設を建設する場所を選定したいと思い

ます。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） 課長のコメントにもありましたけれども、それより小さいという

コメントありましたけれども、防災というのは最大の被害に、要は被害を想定して、そ

れに基づいて準備すれば、それよりも小さい津波の場合は十分対応できるわけですよね。

だから、県のほうも最大シミュレーションと言っているので、それに合わせた大槌町の

やっぱり対策というかな。だから、さっき言った流出戸数が出ているし、もう想定され

ているわけなので、当然その分の世帯が入る仮設の戸数って当然自動的に出ますよね。
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そのときに、その仮設の戸数建てるのに町有地で間に合うんですかと。間に合わなけれ

ば民有地なので、当然民有地をどこに建てるかというのは想定も可能なわけですよ。そ

ういう可能なものを準備しておけば、例えば震災来たときに、津波来たときに、当然そ

ういう検討なり、契約なり、全部必要になるのでね。ちょっと前もってできるものはす

ればいいんじゃないかと私思うわけです。その辺いかがですか。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） 確かに議員おっしゃ

るとおり、民有地の想定はできるとは思います。ただ、町が民有地の所有者の方の御意

向なしに、ここで答弁することはできませんので、今後検討させていただきたいと思い

ます。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） 民有地の地主の御意向ってそんなの当たり前じゃないですか、そ

んなの。そんなの前提の前提であって、それで民有地の地主さんのほうとそういうやん

わりと交渉する。協定書までは結ばなくてもいいと思いますけれども、町としてはここ

に建てたいんだという意識を、それを地主の方に示すというのがまず必要だと思うんで

すよ。それから、さっき地震で崖崩れ云々と言いましたけれども、前回の津波のときに

仮設建てたわけですよね。その仮設建てたところは多分安全なところだと思うんですよ。

だからそこを要は民有地を優先度を上げて、そこに建てたいという意思表示は地主さん

のほうに協力を求めたいという、これはできると思うんですよね。それはいかがですか。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） お答えいたします。 

  さきの答弁で述べましたとおり、今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） 先月の避難訓練、桜木町も五十数名の参加というふうに私も聞い

ておりましたが、私も桜木町の住民の方と最近よく会っているんですけれども、桜木町

には、次の最大想定では３メーターの津波が、前回と違って山際まで３メーターの浸水

があります。そうなると、多分１階は全部水没するだろうと。それで、ただ私はその３

メーターの要はシミュレーションの赤い地図を見てるんですけれども、桜木町の町民あ

んまり見てないんですよね。それで、ちょっとその辺が多分桜木町だけじゃないと思う

ので、あまりにも町民もそれがちょっと意識足りないのかなという。もちろんそれを意
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識させるのが我々の務めだと思いますけれども、その辺をやっぱりその浸水地が、ここ

何メーター来るんだよという指し示す、具体的に、よく前回の浸水ここまで来ましたと

いうのありますけれども、次の津波ここまで来るんだよという、例えば電信柱に何か書

くとか、例えばそういうふうにして、地域住民の要はその意識を向上させるという、こ

れも一つだと思いますので、その辺の検討をお願いしたいと思います。 

  それと、今回避難訓練なので、避難する側の訓練だと思うんですけれども、もっと大

事なのは、もっと大事なというか、それと同等に大事なのは、迎える側の自治会、前回

の浸水のときもおにぎり出したり、いろんな協力していただきました。特に山のほうの

方に。だから、山のほうの方たちにも、今回の避難訓練の、逃げる必要ないと思います

けれども、その辺の対応というのかな、それの訓練をぜひしてもらいたいと思います。 

  それからあと桜木町でも……。 

○議長（小松則明君） 山﨑議員、それは一つ一つ、続けて質問を、ここで質問、質問と

いうことでお願いします。 

○２番（山﨑 充君） すみません、区切って。その辺でぜひ、最初の要は浸水高を知ら

しめるという、それをもう具体的に考えてほしいなと思いますけれども、その辺いかが

でございますか。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） 本年度、避難場所の

看板を設置することとしておりまして、その中には誘導看板であるとか、浸水高さの表

示であるとかも含めておりますので、今年度その事業の中で実施をしてまいりたいと思

います。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長、今後の浸水は過去の浸水なのか、今後の部分のや

つもつけるのかということで聞いております。防災対策課長。 

○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） 今回の浸水想定の浸

水高さを示す予定でございます。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） ありがとうございました。 

  次に、防災士の件についてお伺いします。現状今、大槌には防災士というのは何名い

らっしゃいますか。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 
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○防災・協働地域づくり担当参与兼防災対策課長（島村亜紀子君） お答えいたします。 

  日本防災士機構に登録している大槌町の町民の防災士数は80名です。 

○議長（小松則明君） 山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） 隣町が今500名いるそうです。それからあと、当町と規模感が同じ

町なんですけれども、そこは津波じゃないですけれども、台風被害の後に、やっぱり町

として防災士の養成を一生懸命したということで、今200名いると。その200名の防災士

は年に１回集まって、さっきちょっと町長も言っていましたけれども、新しい知見の要

は講習会とか、実際に今度は実際の避難訓練とかそういうのをしているらしいので、ぜ

ひ今後、大槌町も防災士をぜひ養成していただきたいと思いますので、それは答弁要り

ませんけれども、それをよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、これも行政というのは、私想像力だと思っているので、特にその防災というの

は想像力が一番大事かなと思います。ちょっとここで一つ、課長にちょっとある話があ

りまして、100名が避難した避難所に10個のパンが来ました。その10個のパンの配布って

どうされますか。課長の思いをちょっと一言。 

○議長（小松則明君） あまりにもそういうものの答弁というものは、当局はできないと

思いますので、質問の内容を変えて言ってください。山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） 前回の震災のときにもそういうケースがありました。私もそうい

う現場に居合わせたんですけれども、そこは800人ぐらいいた避難所で、そこに100個ぐ

らいのパン来たんですけれども、当時いたその担当職員が配布しなかったんですよね。

結局、暑い夏だったので、そのパンすぐ駄目になっちゃって捨てたんですよ。そういう

経緯を私現場で見まして、それで私職員とけんかになったんですよ。何でそれ配らない

んだという。それは公平性と言ったんです、彼は。極限のときには、公平性というのは

駄目なんですよね。そういう意味では。だから、そういうときに、私も一つ話をしまし

たけれども、これは私実際に見たのは大槌高校の避難所で、そこの職員の方は、これす

ごいなと思ったんだけれども、足りないですよ、いずれ来たのは。彼はどうしたかとい

うと、子供にまず配りたいと。それを避難した方に話したんですよね。親から見れば、

誰も反対する人いないので、おなかすいて泣いている子供にまず配るという、これが一

つの想像力だと思うんですよね。 

  だから、さっき言ったように公平性というのはもう、ああいう極限のときには通用し

ないので、その辺いかに構想力を働かしてやるかというのが一番大事だと思うので、一
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つの例ですけれどもね。だからそういう意味では、今後も特に震災の防災については、

いろんな想像力を膨らまして、町民一体となって今後も進めるべきだと思いますので、

その辺をぜひお願いしたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（小松則明君） 山﨑議員、全部の答弁を終わるということ……。 

○２番（山﨑 充君） はい、結構です。 

○議長（小松則明君） 質問を。ドローンについても……山﨑 充君。 

○２番（山﨑 充君） 大変失礼しました。１時間という時間の中で、何とか全部質問し

たいと思っていますので、最後にドローンについて。 

  それで、さっき言った当町と規模が同じ町では、さっきも言いましたけれども台風被

害で、要は防災関係のいろんな教育を始めたという、役場で。その中でドローン部隊を

創設したんですね。役場職員が一生懸命訓練を受けて、ドローンの操縦免許もらって、

何機か分からない、かなりの台数だと思うんですけれども、そのドローン部隊を創設し

て、それで情報収集という、今そこの町は情報収集だけじゃなくて、例えば緊急的な薬

の配布、もっと言うと、もっとでかいドローンでは、パンとかあの辺の輸送も十分可能

になっているんですよね。そういう意味では、ドローンというのはすごいやっぱり力あ

るのかなと私は思っていましたので、先ほど町長の答弁で、なかなか今厳しいよという

お話いただきましたけれども、特に消防署で１機しかないので、１機で何できるのとい

う、だからなければないで困るので１機だけ買ったのかなという感じもしないでもない

ので、そういう意味では、ぜひ今後もドローンというのは、かなりそういう意味ではい

ろんな使い方ありますので、ぜひドローン部隊の創設を検討してほしいなと思っており

ます。 

  すみません、時間大分余っていますけれども、これで。ありがとうございました。 

○議長（小松則明君） 以上で山﨑 充君の質問を終結いたします。 

  10時50分まで休憩いたします。 

             休  憩       午前１０時３６分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午前１０時５０分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

  芳賀 潤君の質問を許します。御登壇願います。芳賀 潤君。 
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○12番（芳賀 潤君） 新風会の芳賀 潤です。 

  議長のお許しをいただきましたので、質問に入る前に、一つ紹介したいことがありま

す。11月30日に毎日新聞社、兵庫県、ひょうご震災記念21世紀研究機構の主催で、優れ

た防災教育の取組を表彰する2023年度のぼうさい甲子園、1.17防災未来賞の受賞校団体

が決まりました。小学生、中学生、高校生、大学生、特別支援学校、団体の５部門、計

77校、団体の中から、今傍聴に来ている大槌町吉里吉里学園中学部がグランプリに選ば

れました。（拍手） 

  内容としては、「巾着で命をつなげ～ＨＡＰＰＹ＆ＳＡＦＥＴＹプロジェクト～」と題

し、津波の際に高齢者が孫世代のために逃げようと積極的に避難するきっかけづくりに

取り組んだことが評価されました。プロジェクトは３年生の関谷璃美さんが、町独自の

総合学習、ふるさと科の一環で発案し、同級生らの協力を得て進めたそうです。関谷さ

んは防災関連の学習を深める中で、町内の震災犠牲者の過半数が高齢者だったことに衝

撃を受けたそうです。震災時も同校に勤務した先生からは、私は年寄りだから周りに負

担をかけるので逃げないと、避難を拒んだ高齢者がいたことも聞いたそうです。どうや

ったら高齢者が積極的に避難してくれるのか考えるうちに、生きることが誰かの役に立

つと思ってもらえればいいのではないかと気づいたのとのことです。 

  我々もそうでしたが、震災直後は食事に事欠き、不安が広がったことも耳にしていた

そうです。お年寄りに甘いお菓子を持参で逃げてもらい、避難所で子供に配ってもらお

う。あめ玉やキャラメルを持った子はハッピー、持って逃げた高齢者はセーフティーと

なる活動を思いついたそうです。 

  お菓子を入れる巾着はふだんから小物入れに使っていて、すぐに頭に浮かんだそうで

す。夏休みは同級生や下級生と巾着作りに励んで、お菓子の詰め入れや、地区の約50世

帯の配布時には仲間の輪が広がり、最終的に全校生徒30人中11名が関わる活動となった

そうです。 

  11月11日にあった町の津波避難訓練では、避難場所に巾着持参で訪れる高齢者がいた。

持ってきてくれてうれしかったと、卒業後も活動が地域に根づいていくことを願ってい

るそうです。 

  この記事を読んで改めて、防災とはを考えさせられ、決して強要していくのではなく、

自らが考え、行動していく姿勢が大切だということをいま一度大人が認識しなければな

らないと思いました。それを御紹介申し上げます。 
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  それでは、質問に入らせていただきます。 

  １点目です。仮称・鎮魂の森の正式名称についてであります。 

  震災復興の集大成となる鎮魂の森整備事業もようやく進み始め、令和７年上旬の完成

予定で進めておりますが、現在は（仮称）鎮魂の森としております。 

  全国には復興記念のメモリアル的な場所、公園などは、自治体独自の名称がつけられ

ているものも多く、沖縄の平和祈念公園、平和の礎、礎と書いていしじと読まれており

ます。広島平和記念公園などが代表的です。 

  東日本大震災の関係では、南三陸町震災復興祈念公園、名取市震災メモリアル公園、

宮城県岩沼市では千年希望の丘など、市町村の独自性が感じられる名称となっておりま

す。 

  当町でも、大槌町文化交流センターの愛称も「おしゃっち」と命名し、公募で採用さ

れた名称でありました。仮称である鎮魂の森は、人が集う、安らぎを与えるなど、これ

まで様々な議論がなされ、設計に反映されてきたと思っております。そのようなことを

考えると、正式名称、愛称については、「鎮魂の森」というだけではなく、その持つ意味

を十分に検討し、愛称などを公募したほうがよいと考えておりますが、当局の見解をお

伺いします。 

  ２点目であります。義務教育環境について。 

  大槌町には、義務教育において、施設一体型の義務教育学校の大槌学園、施設分離型

の併設型小中一貫教育校、吉里吉里学園があります。児童生徒を取り巻く環境も震災前

とは随分さま変わりしました。 

  そこで、現在の義務教育課程における諸課題について、次の３点を伺います。 

  １点目、特別支援学級の児童生徒数の推移と配置教員数について。 

  ２点目、不登校など、諸課題を抱える児童生徒数の推移について。 

  ３点目、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置とその現状につ

いて。 

  大きな３点目です。役場職員の労務管理についてお伺いいたします。 

  震災復興事業も完了し、役場組織も改革しながら、次のステージに向けた準備をし始

めていると認識しております。 

  幹部職員であれ、一般職員であれ、その役割認識をきちんと持ちながら業務遂行して

いるとは思いますが、「また」とやゆされるようなミスが発生することは、職員の労務管
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理と幹部職員の管理意識の脆弱さが原因ではないかと思っております。 

  そこで職員の労務管理について伺います。 

  １点目、職員の配置と業務量について。 

  ２点目、幹部職員の決裁などの管理体制について。 

  ３点目、職員の健康状態などの把握について。 

  大きな４点目です。有害鳥獣対策について。 

  現在の熊などの出没状況を見ると、熊による人身被害などに対する効果的な対策を早

急に実施しなければならないと考えるのは、当局も同様の認識であると思います。この

現在の状況は、もう気をつけてくださいではどうにもならないレベルが迫っていると思

いますし、イノシシの目撃情報も寄せられているということは、来年になれば相当数の

数となり、それに伴う被害などが容易に推察されます。 

  しかしながら、わなを増やし実施することは、その後の捕獲などを実施する体制づく

りなども同時に求められます。また、ねぐらと思われる草むらなどの刈り払い実施につ

いては、現状に追いついていない状況でもあると思います。 

  北海道東北地方知事会では、熊についても、イノシシや鹿などのように、捕獲、駆除

した場合に交付金が支払われる指定管理鳥獣とするように国に要望をしました。もちろ

ん、この要望は即実施されるものと認識しておりますが、当町では今後どのような対策

を講じていく計画なのかお伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（平野公三君） 芳賀 潤議員の御質問にお答えをいたします。 

  初めに、（仮称）鎮魂の森の正式名称についてお答えをいたします。 

  町では、平成30年８月に（仮称）鎮魂の森の基本計画を策定しており、名称について

は、この計画が進んだ後に、場所の性格を踏まえて正式に名称を決定することとしてお

ります。 

  議員御指摘のとおり、現時点での正式名称については、仮称としていることから、基

本構想の理念の意味を念頭に置き、決定したいと考えております。 

  また、愛称につきましては、公募等の手法を含め検討を進めてまいります。 

  次に、職員の配置と業務量についてお答えをいたします。 

  本年11月１日現在、プロパー職員134名と、町任期付職員や派遣職員等の12名を合わせ
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た計146名の体制となっております。このほか、会計年度任用職員は67名の体制で各種事

業を推進しております。 

  職員の配置と業務量については、年２回所属長ヒアリングを実施し、業務の進捗状況

や人員体制、次年度以降の体制などについて聴取し、翌年度の人員体制を判断している

ところであります。 

  次に、幹部職員の決裁などの管理体制についてお答えをいたします。 

  地方公共団体の事務は、住民の権利義務に重大な影響を与えるものであり、意思を相

手方に誤りなく的確に伝達する手段として、さらにその意思決定を後日の証拠として保

存するために、文書によることが原則とされております。 

  このことから、平成31年３月に公文書管理条例を制定し、文書の作成や公文書の整理

等について規定を設けるとともに、文書取扱規程及び大槌町事務代決専決規程に基づき

決裁等を行い、業務の管理を行っております。 

  次に、職員の健康状態の把握についてお答えをいたします。 

  生活習慣病予防健診等を毎年実施し、職員へ健診結果を通知し、必要な処置を促して

います。 

  また、メンタルヘルスについては、岩手県心のケアセンターの御協力により、毎年ス

トレスチェックを実施しているほか、医師相談コーナーを月２回、健康相談コーナーを

週３回開設し、職員の健康管理を行っております。 

  次に、鳥獣被害対策についてお答えをいたします。 

  本年度の県内における熊による被害は、11月中旬までに45件の人身被害が発生してお

り、うち２件の死亡事故も発生をしております。 

  当町においても、本年度は100件を超える出没報告が寄せられ、２件の人身被害のほか、

多数の物件被害が発生していることから、町民の命が危険にさらされ、危険な状況であ

ると認識をしております。 

  本年度の町の被害対策の取組としては、出没多発地域における緩衝帯の整備及び放任

果樹の除去のほか、熊12頭を捕獲しており、捕獲した地域においては、出没件数が減少

しております。 

  例年では９月以降の熊の出没は減少する傾向にありますが、本年度については、熊の

主要な食べ物となるブナやドングリが大凶作であることで、食べ物を探し回っているた

めか、11月に入っても引き続き出没報告が寄せられている状況であり、11月以降も出没
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が多い地域を中心に、引き続き捕獲等の対策を実施しております。 

  また、イノシシに関しましては、徐々に目撃事例も増えております。農村部だけでは

なく、市街地付近の目撃事例も発生しており、熊と同様に、町内事業者と連携し、緩衝

帯の整備、放任果樹の除去対策、猟友会と連携を密にした捕獲体制の構築を推進してま

いります。 

  義務教育環境については、教育長が答弁します。 

○議長（小松則明君） 教育長。 

○教育長（松橋文明君） それでは、私から義務教育環境についてお答えをいたします。 

  特別支援学級の児童生徒数の推移と配置教員数についてお答えをいたします。 

  特別支援学級の児童生徒数は、令和３年度は18名でしたが、昨年度23名、本年度は28

名であり、近年増加傾向にあります。来年度も同様の傾向になると予想されております。 

  配置教員数は、特別支援学級数と同数となります。特別支援学級のクラスは、令和３

年度が４学級、昨年度が６学級、今年度が６学級で、児童生徒数が増えていますが、配

置教員数はあまり増えていないので、教員への負担は年々大きくなっていると思ってお

ります。 

  次に、不登校など諸課題を抱える児童生徒数の推移についてお答えをいたします。 

  震災以前は、不登校出現率は、県内で最も多い市町村の一つであり、震災直後の平成

23年度、小学校では0.69％、中学校で６％でありましたが、震災後心のサポート体制の

構築ときめ細やかな支援の継続により、令和元年度では小学校で0.62％、中学校で２％

まで減少させることができました。 

  しかし、令和３年度より急激に増加し、昨年度は小学校で2.9％、中学校で９％と全国

平均を上回っている状態でございます。 

  最後に、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置とその現状につ

いてお答えをいたします。 

  スクールカウンセラーは、県よりエリア型スクールカウンセラーが派遣されており、

吉里吉里学園小学部、中学部は年各16回、大槌学園は年46回、１回当たり６時間配置さ

れております。スクールソーシャルワーカーは、県派遣が１名、町雇用が１名でありま

す。県派遣のスクールソーシャルワーカーは、各学園に年17回、１回当たり６時間、町

雇用のスクールソーシャルワーカーは、毎日フルタイムで学校、家庭、教育関係支援施

設との連携に力を入れておるところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（小松則明君） 再質問を許します。芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 再質問については質問の順番とちょっと異なる部分もあろうかと

思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  鎮魂の森、いよいよいろんな議論が始まっていながら、着手をようやっとできました。

非常によかったかなと思います。今回その名称に関してあえて申し上げたのは、今おし

ゃっちが決まって、非常にいいネーミングで呼びやすい、密着性も高いと感じておりま

す。慰霊の場所である鎮魂の森なんですけれども、何か鎮魂の森だけが独り歩きして、

なぜかというと、かなり長い時間かかっているので、何かそういうふうにもう行っちゃ

うんじゃないかという危惧を感じたので、あえてここで、令和７年の初旬にオープンす

るということは、６年度中、来年度中にはもう名称、公募するんであれば愛称等につい

ても決めていかなければならない年になると。12月定例会ですので、非常にいいタイミ

ングかなと思って質問させていただきました。 

  ちなみに、おしゃっちを公募したときの応募総数とか、応募した世代層とかというの

が分析がもしできているのであればお知らせください。 

○議長（小松則明君） 文化活動交流施設所長。 

○文化活動交流施設所長（郷古 潔君） 文化交流センターに関することですので、私の

ほうからお答えをさせていただきたいと存じます。 

  当時のおしゃっち命名について、応募総件数は350件を頂戴してございました。年代に

ついては、ちょっとその分布数は資料的にないのですけれども、本当に幅広く、町内の

方、あるいは町外、県外の方からも、ホームページ等にも掲載した関係から、幅広く御

応募いただいたというふうな経緯でございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） ちなみにそのおしゃっちを応募した世代というのはお分かりにな

りますか。名前まではいいので、何歳の子だとか何学年の子だとか、おしゃっちという

名前が複数あったのかも含めてお願いします。 

○議長（小松則明君） 文化活動交流施設所長。 

○文化活動交流施設所長（郷古 潔君） 命名に至って、５名の選考委員による（仮称）

御社地エリア復興拠点施設愛称検討委員会によって選考され、応募のあった350件の中か

ら選ばれたのが、大槌学園の児童さん２名の方の名称、おしゃっちということで決定さ
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れました。ですので、おしゃっちという名称はそのお二方が応募されて、それが選考委

員会の中で決定されたという経緯でございました。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 年齢分かりますか。何年生とかというのがもしあれば。 

○議長（小松則明君） 文化活動交流施設所長。 

○文化活動交流施設所長（郷古 潔君） 当時、大槌学園の児童さん３年生と２年生の生

徒さんでございました。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） ありがとうございました。非常にいいセンスで選ばれて、学園の

児童がというようなことなので、あえて申し上げますが、鎮魂の森には我々もいろんな

思いがあって、建設、設計の変更、いろいろなプロセスはもう承知をしております。私

も一つ絡んでいるものの中に、完成がしたときには、あそこにある程度のドングリの木

を植樹するという計画があります。何でドングリなのかといったら、熊のことではない

ですよ。ドングリというのは、年々成長していくと。おおむねどんぐりが実をつけるの

に10年ぐらいかかる。それを子供たちが植えることによって、高校卒業して羽ばたく頃、

どんぐりの実が落ちるというストーリーを描いて、一昨年町長にもお越しいただいて、

ドングリの植樹をした経緯があります。 

  あそこの鎮魂の森の構想の中に、やっぱり人が慰霊の場所と言ってしまえば、なかな

か気苦しいんではないかという最初の議論があった中で、いや、みんなが集う場所がい

いんじゃないかと、やっぱり平地のほうがいいんじゃないかとか、いろんな思いがあっ

て、あそこに場所を決定して、今設計して、ようやく着手したところです。 

  そういういろんなコンセプトがあってやっているという場所だということと、あとは

完成のイメージを町民の皆さんにお知らせをして、ぜひ私は公募していただきたい。例

えば、後ろで今日傍聴しているこういう次の大槌町を担う世代の子供たちが応募するか

も分からない。 

  先ほどの答弁の中で、町内外から公募されたとおっしゃっていましたけれども、おし

ゃっちの交流センターについてはいろんな方が使うからいいのかもしれない。でも、私

鎮魂の森に関しては、町内で震災で犠牲になられた方がほぼほぼですので、町内に限っ

てもいいんじゃないかなということもあります。町民の慰霊の場所をほかの方が命名し

たというのは何かちょっと違うかなとも思うので、町内でぜひ公募をして、ただ公募す
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るんじゃなくて、そのコンセプトをしっかり伝えた上で、イメージを図で表した上で、

ぜひ公募をしていただきたいかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） まず、（仮称）鎮魂の森の整備に当たっては、

これまでの経過、平成24年から始まったものというふうに認識しております。その中で

は基本構想であったり、基本計画、まとめ上げる上では、町民、また、学校の児童生徒

の方からも意見等を踏まえながら進めてきたという経緯もございます。 

  議員御指摘のとおり、基本理念の中には追悼・鎮魂、また、町民が伝え続けていく場、

それと復興を支援していただいた全ての方への感謝と、この３つの理念の下に成り立っ

てきたものというふうに認識しております。 

  名称につきましては、町長答弁にありましたとおり、公募等の手法等も含めて検討を

進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 今現在の答弁ですので、公募等の手法を含めて検討検討検討検討

ですが、やってください。６年度になったら。私はそのほうが、また興味関心がやはり

そこに行くんだと思う。10年の月日というのは非常に長いです。やるやると言って、鎮

魂の森というのは、度々町報に出たりいろいろするけれども、進んでいるのか進んでい

ないのか分からないようなところもあります。 

  各地域に慰霊碑、記念碑が建立されていますけれども、犠牲者、犠牲になられた方を、

あえて名前を刻んでいない地域もあるんですよ。何でかといったら、鎮魂の森には銘板

をつけるというふうに言っていたから、自分の身内があちらにも名前、こちらにも名前

というのは、やっぱりその地域は避けたんですよね。いよいよ鎮魂の森の中に自分の親

族の銘板が刻まれるということに感慨深い思いもしている方も多いと思うんです。そう

いう意味では、正式名称はまた別にして、ふだん行きやすいコンセプトを持って追悼と

伝えるということと感謝ということを、あとは先ほど私話したとおり、いろんな議論が

あって今始まりましたので、そのようなことを整理して、きちっと公募していただきた

いと思いますが、そのほか何か、町長あれば。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長（平野公三君） 御指摘のとおり、今担当課長も言いましたとおり、公募の形で進

めていきたいと思います。やはり時期的なものもありますし、令和７年の大体中旬頃と
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いうことになっていますので、それに合わせた形で広く公募していきたいなと思ってお

ります。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） ありがとうございました。工事の進捗については、実際手をつけ

始めれば、遅れがあるのか、早まるということはあまり想定はしていないんですけれど

も、できれば予定どおりの７月頃ですかね、盆前にできれば一番いいかなと思っており

ますので、鋭意努力していただきたいというふうに思いますのでお願いします。 

  それでは、次の質問について鳥獣対策で、有害駆除の関係でいきたいと思います。 

  昨日もたまたまです。昨日の夕方のテレビで、赤浜で熊を駆除したじゃないですか。

あれが再放送されていましたかね。たまたまそれを見たんですけれども、答弁によると、

今年12頭を捕獲して、イノシシもいろんなところで目撃されていると。先月は安渡で目

撃されて、３日前は吉里吉里でも目撃されているというぐらい、もう範囲が相当数。イ

ノシシの生態を見ると、１年に、私そんなに詳しくないので、１年に２回出産して、１

回当たりの出産数が８頭とかという話を聞くんですけれども、それは本当なんですかね。

いかがでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） 最大８頭ということでございまして、多産である

と。鹿は１頭につき、１頭のつがいについて、１回に１頭でございますが、イノシシは

議員おっしゃるとおり多産であるというふうに捉えてございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 単純にその計算でいくと、来春以降、相当数のイノシシが出没す

るということになりますよね。単純に。なので、本当に今から来年度の予算編成でしょ

うけれども、相当な準備をしていかないと、見つけたからわなという話ではないと思う

ので、必ず出るので、イノシシ絶対消えないですから。もう増えることは間違いないの

で、やはり今から準備をしておくべきだというふうに思いますが、そこでちょっと現状

の確認をしていきたいんですけれども、現在大槌町が保有している熊のわなとイノシシ

のわなの数についてお知らせください。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） これは遠隔監視わなでございますが、遠隔監視わ

なは３台でございます。 
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○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） それは熊対策のですよね。（「どっちにも使える」の声あり）どっ

ちにも使える。じゃあ遠隔監視によらない、ただの箱わなというんですか、そういうの

は保有しているんですか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） 遠隔監視わなに箱わなを、通常のわなを変えたと

いうのが現状でございまして、今現在保有しているのは３台でございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） ということは去年から増えていないという話ですよね。遠隔装置

によるわなだと、どうしても入るのを見て、話は十分聞いていました。承知してあえて

聞くんですけれども、入るのを見て確認をして閉めて、捕獲に向かうというシステム。

ただ、これだけの個体数が観察をされて、イノシシの数が想定されると、今の遠隔装置

のわなだけでは、もう事足りないのはもう十分把握しているところ。じゃあ箱わなを増

やして、そこに役場のほうにわなに入っていますよって通報を受けて、猟友会なり誰か

が行くというその仕組みづくりもまた大変だと思うんですよね。なので、いたずらにわ

なを増やしても、結局そういう体制が整わないと、わなを増やしても、捕獲して、かえ

ってイノシシが暴れたり何だりしてとか、熊が暴れたりしてとか、今度いろんな二次災

害も想定されるとは思うんですが、そこら辺の連携とか管理体制について、現状どのよ

うに検討していますでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  ジビエ事業を開始してから、この３年で、実はハンターの数が約20名ほど増加してご

ざいます。これは今、昨今確かに熊の問題やイノシシの問題、クローズアップされてご

ざいますが、他市町村では、実は少子高齢化がなかなか解消してございません。ところ

が大槌町におきましては、このジビエ事業の開始から若年層のハンターが増えてきてご

ざいます。ただ、いきなり熊の駆除であったり、あんまり経験値がないイノシシの駆除

というのは非常に危険が伴うので、今のところペアになって、経験値のある方等にペア

になって習得していると、駆除方法について習得しているという状況でございます。 

  ですので、確かに今、議員がおっしゃるとおり、現状３台では稼働してございますが、

今後人材育成をしながら、この問題、来年になれば終わるかという問題でもございませ
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んので、長期的に人材育成をしながら、有害鳥獣の駆除を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 産業振興課とは常々いろんな情報交換をさせていただきながら、

この前東京のイベントやら、産業まつり、年間を通じて本当に大変ですよね。そこに何

にも業務改革の中で業務量が減った中じゃなくて、鹿は増えるわ、熊は出るわ、イノシ

シは来たわでは、手回らないですよ。現実的に。だって産業振興は、実際町の経済の活

性化で中心的な役割を担わなければならない担当課だと私は思っています。ところが、

同じ課の中で業務整理をしていったら、片方ではもう捕獲駆除対象のものも同じく取り

扱わないといけない。考えれば単純に人が足りないんですよ。 

  なので今、この前説明にあった健康福祉課が長寿と２課になるという話がもちろん今

出ていますけれども、産業振興課の中に、絶対減らないですから、減らないことは分か

っているんだから、有害駆除班みたいなのをつくって、ハンターの人を雇い入れたりと

か、何とか常にわなを見回ってもらったりとか、通報があったら臨戦態勢構えるとか、

次の労務の話でいきますけれども、プロパーの職員が140名に、臨時職員会計年度60人も

いるので、もいるのであればという言い方がいいか悪いかどうか別にして、絶対人に被

害を与えるし、経済効果の損失にもつながるわけですよ。それが明らかなのであれば、

やはり準備はしておくべきだと思いますけれども、どなたか答えられる担当課あれば。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長（平野公三君） 今の状況を見ますと、やはり産業振興課については、地域産業活

性化ということで、かなりいろんな形で取り組んでおりますし、また、議員御指摘のと

おり、鳥獣被害に対しては、かなり大きくなっております。イノシシの問題は先ほど危

惧しているとこでありますので、宮古市においては、ジビエにおいても、何かイノシシ

に特化したというような研修に行ったり、行っておりますので、やはり命に関わること

とか、やはり農作物も含めて問題ありますので、体制づくりについては、きちんとその

辺は対応してまいりたいと思います。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 心強い答弁ありがとうございました。本当に被害も多分出るんだ

と思います。なので、結局そこで後手を踏むよりは、体制を取って研修なり何なりを積

んで、やっぱそういう体制で、取りあえずそういう向かう姿勢が大事なんだと思います
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よね。そうじゃないと、もう現状の産業振興課の人員体制では回らないのはもう分かり

切っていることなので、やはり一念発起して、ぜひ検討していただきたい。 

  その中で一つ、山手のほうで、結構柿の木が家の前にあって、でもそこの世帯がどう

しても老老世帯だとか、高齢者しかいないので、熊は来るのは分かっているんだけれど

も、切れないでばという話があったときに、やはり切ってあげてもいいんだと思います

よね。そうじゃないと、個人所有ではあるけれども、聞けば切ったんせ、切ったんせと

いう、当地区でもかなり家の前の柿の木切っている人がいますので、それを個人の所有

物だから皆さんやってくださいと言ったって、なかなか今のような現状なので、聞いた

ときに切ってもらえるんだったらありがたいですってなるんであれば、どこかに頼んで

切ってもらうとかというのはやってあげてもいいのかなと思いますが、その点について

はいかがですか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  議員にも当課の職員の御心配をしていただきましてありがとうございます。 

  先ほどの町長の答弁にちょっと付け足すと、実は１名、地域おこし協力隊が、有害鳥

獣捕獲対策として当課に配置しておりまして、住民から見たとなれば、あとはふんがあ

るとなれば、これが熊なのか、イノシシなのか、鹿なのかというのを御心配があれば対

応しているという状況もございますので、その点はちょっと付け加えて御報告させてい

ただきます。 

  それから、放任果樹についてですが、放任果樹も実は吉里吉里地区、それから大ケ口

地区で、柿、それからクルミですね。柿、クルミについては、もう今渋柿とかもそのま

まになっているので、これは私どものほうで依頼があれば、今切ってございます。それ

から緩衝帯、要は隠れる場所ですね。やぶも今年につきまして、昨年同様、今年も鋭意

ですね、地区、それから関係団体と協力し合いながら、そのやぶ、隠れる場所を除去し

てございます。来年度も引き続き、町内の建設事業者の方々と一緒に本当にやれればい

いなというふうに考えてございまして、そういった体制づくりを、今後町内のやっぱり

関係者と問題共有しながら、やはりこれはハンターだけの問題ではございません。町内

で皆さんができることを積極的に連携し合いながら、取り組んでまいりたいというふう

に考えてございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 
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○12番（芳賀 潤君） 今の答弁で、議会が非常に有線で流れていると視聴率が高いとい

うふうに聞いていますけれども、小鎚でも金沢方面でも、その切れないで柿の木をもっ

て役場に依頼すれば切ってくれるんだなというのが分かったと思うので、ただその手も

回らないということで、今の答弁の中で建設事業者、これだけもう建設業界も疲弊して

いますので、そういうものがあってもいい発想ですよね。あとは地元密着なのであれば、

自治会にある程度の報酬で依頼する、そうすれば民有地の柿であっても、んだば何とか

会で切るとかってなれば、非常にいい企画でどんどんどんどんこう行くような気もして

いますので、ぜひそこら辺を制度設計していただいて、来年度でなくてもいいけれども、

事業計画をきちっと立てていただきたいというふうに思います。この点についてはこれ

で終わります。 

  続いて、労務管理についてお伺いいたします。 

  プロパー職員134人と会計年度合わせれば、もう213名体制であるということ。震災前

の行政改革の中で、私もその委員になっていた記憶があるんですけれども、当時百二、

三十人に役場の職員体制をしようとかという構想があったんですが、それからは何て言

うの、現在の職員数が増えているんですが、単純にこれは業務量がもう増えているので

この体制じゃないと回らないのか、そこら辺もう震災前と全然環境が違うし、今の役所

が担っているもう仕事量がそうなので、これだけの体制になっていったのかについてお

答え願います。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 現在の役場の職員数の部分でございますけれども、震災

前と現在の仕事の量ですか、業務の量というところを見ますと、基本的には予算額等見

ていただければ、やはり事業費が変わってきているというのが見えてくると思います。

そうすると、おのずと震災前に比べれば、事業数も増えてきているんだろうなというの

は想定されると思います。 

  当課といたしましては、現在各課で持っているその事業に対して、その人員、多いだ

とか少ないだとかというのはやはり聞いてみないと分からないので、年に２回所属長ヒ

アリング等を通して、それぞれの部署の状況等を確認して、次年度の体制のほうに反映

させるように行っているような状況でございます。震災前に比べれば業務量も多くなっ

てきているというふうに感じていますし、その分人もやはり少し増やさないと回らない

のではないのかなというふうに思っているところでございます。 
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○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 地方分権という言葉が表すように、どんどんどんどん市町村のほ

うにいろんな事務が下りてきているというのは承知しています。でも片方で、取捨選択

という言い方が適正かどうか分かりませんけれども、本当に必要な業務、本当に必要な

事業に特化して仕事をしていかなければ、効果的なものにはなっていかない。要らない

ものはないと思いますよ。要らないものはないとは思うけれども、去年もやってきたか

ら今年もやるんだ、来年もやるんだみたいなものを、どこで整理していくのかというの

が、切るのは大変ですよね。でも、それをやっていかない限りは、業務量は増えていく

ので、ここら辺の決定とか、実際事務事業の事業の部分で本当に必要だとか要らないと

かという、そういう内部でのことというのは、どうやって進めているんですかね。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長(太田和浩君） お答えいたします。 

  まず、毎年実施計画を定めて事業を展開しております。それを次年度はその評価をし

て、その事業が必要かどうか、あとは効果的なのかというものを判断しながら、今事業

を毎年ローリングしていくというような状況で実施しております。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 我々も決算を審議する中で、これ何なのかなとかというクエスチ

ョンなものもあるんですよね。なので、去年もやってきたから長年やっているから来年

もやんねばないんだとかみたいなものを１回整理して、やっぱりオンになるものはオン

にしていかないと、さっきの産業振興の話じゃないんですけれども、その中でもやはり

廃止とか停止だとかする事業があっても私はいいんだと思う。いろんな理由があるんで

しょうけれども、そうやっていかない限りは、人ばっかり増やしてもどうなのかなとい

う感じがするし。 

  あともう１点、人という業務量はそうですよね。じゃあ労務管理ということになった

ときに、職員１人がこなさなければならない業務量が10だとしたら、10こなせる職員と

８しかこなせない職員、５しかこなせない職員だっていると思うんです。能力差がある

ので。そこら辺の労務管理の分析というのは所属課長がするのか、総務がするのか、別

の何かあるのかについてはいかがでしょうか。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 実際に業務を進める上で、その業務が適切に進められて
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いるかどうかといったところの進捗管理であったりだとか、職員個々の能力の部分とい

うところにつきましては、昨年度から職員のほうの業績評価であったり、能力評価とい

う、そういうものを取り入れて進めてきているところでございます。まだ始めたばかり

というところもありますけれども、そういったところで、各課の所属長、私も含めてで

すけれども、進捗状況等、担当者と話をしながら、状況等を聞きながら進めていければ、

最終的にはそこはそれぞれの職員の適材適所での業務の遂行であったりだとかというと

ころにつながっていくのではないのかなというふうに捉えているところでございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 職員の個別の能力評価をしたり、人事考課を出したり、点数つけ

たりするというのは非常に嫌な仕事なんですよ。私も160名以上の職員使っていますけれ

ども、でもこれは誰かがどこのポジションできちっと評価をしていかないと、個人さん

のことではなくてチームで動いていった場合のバランスだとか、今度はそのチーム同士

の、役所の中で言えば課同士の能力面だったりとか、いろんなものに影響していくので、

これはきちっとした部署が、きちっと労務管理もそうですけれども、個人の能力管理も

きちっとして、できていないところがあればきちっと指導する、適材適所に人を配置す

るみたいなものを、やっぱり冷静になってやらないと、仕事はこっちにあるわ、処理は

できないわ、健康の話を何でするかというと、残業が多くなればやっぱり大変ですよね。

負荷がかかればメンタルがやられる。134人が全員勤務しているわけじゃないじゃないで

すか。やっぱり休みがちな職員も出るんですよ。そういうのをトータルで考えると、や

はり業務量、質、取捨選択をきちっとする、あと職員の個々の能力をきちっと評価をす

るということを、公務員だからとか民間だからではなくて、やっぱり組織である以上は、

きちっと冷静にどこかのポジションが担っていかなければ、健全な組織にはならんとい

うふうに思いますが、そのことについていかがでしょうか。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 全体を把握して組織体制等を整えていくというところの

役割につきましては、やはり総務課のほうで各課の情報等を取りまとめて、やはりそこ

は上司のほうに伝えて、体制等を整えていくということになろうかというふうに捉えて

います。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 描写的にちょっと申し上げますと、お昼時間に外食する人、家に
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帰る人、机の上で御飯を食べる人、様々な職員いますよね。うちのほうもそうなんです。

コロナにかかって感染対策で、食べるところから感染するというふうになって、一緒に

取らないようにとなったものだから、今まで一緒に休憩室で食事をしていたものが、個

別に車で取ったりするという状況が生まれたんですよ。これが４年も続いたんです。そ

したらそれに慣れてしまって、みんなで本当は昼飯食べながら、ぐちゃぐちゃと、何て

いうかな、コミュニケーションを取っていたものが、そういうのがなくなったりとか、

机に向かえば対パソコンとか対何とかといって、何かこれだけ大きな組織にいながら、

何か常に孤独みたいなところにもいるようにも見えるところもあるんです。私こういう

点が自分のことに置き換えているんですけれども、そうなったときに、何かこう、この

庁舎内でも、これだけ職員がいたら少しリラックスできるような場所があってもいいの

かなというふうに思うんだけれども、そういうところも役場の中で見たことがないしね。 

  ああやって、私この前職員会議の中で言ったんですよ。車の中で御飯食べていないで、

食堂があるんだからそこで食べたらと言ったら、いやこういう理由でこういう理由でっ

てなって、今そうなる。決してコロナでみんながなっているんじゃなくて、こういう理

由なんですよという説明をこの前されたんですけれども、何か普通、役場職員の福利厚

生を充実させろなんて言わないけれども、何か昼も自分の机で食べて何するわけでもな

い、１時になったらまた業務が始まるという、どこかリフレッシュしてとかというふう

に思うんですけれども、それが心、メンタルとかというふうにいくのかどうかちょっと

分かりませんけれども、そういう点は、この課長職さんはどのように感じていますかね。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 役場職員の昼食時間の取り方、昼のときの休憩の取り方

というところは、震災前もそうだったんですけれども、それぞれやはり自宅で食べる、

取る方、あとはそれから外食をする方、それから庁舎の中で取る方おりました。現在も

それが同じように続いているというような状況でございます。社員食堂の、民間企業な

んかよく社員食堂とかありますけれども、そういったところでお昼を一緒に取れるよう

な場所があれば、そこはまたコミュニケーションの場となってつながるというのを十分

私も承知はしているような状況でございます。今の形も震災前を踏襲した形で、何も改

善されているような状況ではないというふうな状況であることは承知しています。いず

れその辺につきましては、役場職員のほうで、みんなでその辺の意見等があれば、何か

変わった、改善するべき点があれば、そこは対応していく必要があるのかなとは思いま
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すけれども、今のところは現在のままでというふうに捉えています。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 決して私、食堂つくれとか、休憩場所つくれという話でなくて、

そういうコミュニケーションができる職場の環境であることが大事だという話をしてい

るんです。その中で、いやこういうふうなんですよね課長さんとかというようなことが

あって、職場というのは健全なのかなと思うんですよね。そういう、言葉はあれなんで

すが、フランクに話ができたり情報交換がしたりできると、通常の業務もどうなってん

のやという話がしやすくなるんではなかろうかなと。通り一辺倒でばっかりやっている

と、チェックしていたときにチェックが漏れたとかという話になる。でも、なんかそう

やって、やっぱり人ですからね。そういうものが、何ていうのかな、民間企業であれば

社風というものを育て上げていくし、職員個々の実力が上がっていくんだなと思うので、

それが役場に合うかどうかは別ですよ。別だけれども、そういうふうな若い世代の人た

ちが、次の町役場を担う人たちがいろんな想像力企画力を持って発想ができるようなふ

うにしていかないと、一層何か重箱の隅をつついてミスばっかり拾っているようなもの

でも駄目だしね。やっぱり企画力が一番大事だと常々思っていますので、そのように総

務課長さん、よろしくお願いします。総務課長さんというのは、総務課長がしろと言っ

ているんではないですよ。あえて代表者で言ったまでです。言葉を間違えると、今度私

にあれが向いて来ても大変なので。 

  最後に、教育問題について。なんであえて義務教育ってやったかというと、去年１年、

私も大槌高校の魅力化構想にずっと絡んできて、非常に充実してきた感があるし、ああ

やってシミュレーション大槌の授業に行かせてもらって、また昨年度末の発表聞いたり

すると、いい方向に向かっているかなというふうには思います。あと受入れ態勢とかそ

ういう体制、あと国の予算が切れたときの予算措置をどうしていくのか、次の課題であ

ることは分かり切っていることなんですけれども、こうしたときに、役場が責任を持っ

てやらなければならないのは義務教育ですよ。大槌高校は県立高校です。極端な話する

と。それで、こうやって見ると、やはり健全ではなくなっている状況が数字で見えてき

たわけですよね。教育長の答弁の中に、震災後、心のサポート体制の構築ときめ細やか

な支援の継続によって不登校な子供が減ったと。令和３年から急激に増えたと。これは

何ですかね、要因は。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 
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○学務課長（吉田 智君） お答えいたします。 

  一概にはちょっと言えない部分もございますけれども、家庭環境であったりとか、あ

とコロナ禍で休みやすくなった環境とか、あとは兄弟で不登校になってしまうとか、そ

ういう事例が非常に多ございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 要因は違えど、震災というとてつもない要因があって、でもやっ

ぱりその心のサポート体制の構築で減っていったということは分かり切った。でも、コ

ロナなのか家庭環境なのかは分かりませんけれども、ただ増えていっていることは間違

いない。何かの手を入れなければならないわけですよね。その点についてどのような検

討をされていますでしょうか。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 

○学務課長（吉田 智君） ありがとうございます。 

  昨年度、実は不登校、教育委員会として最重点課題として取り組みました。しかしな

がら、不登校の数、前年よりも増えております。これではいけないということで、今年

度けやき共育を立ち上げております。例えばけやき共育ですが、町内の特別教育支援員、

昨年度４名でしたが、２名増員して６名にしているとか、あとは先生方の研修、まず不

登校を出さない取組ということで先生方の研修を深めたりとか、あとは不登校の子供た

ちをできるだけ学校に戻せる、居場所になるように、そういう取組、その両面で取り組

んでおります。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 特別支援の児童生徒と、不登校な生徒とまた違うと思うんですけ

れども、答弁の中で特別支援学級も増えていて、配置教員数は増えていないので業務量

が多くなっているというような。でも、不登校の場合にはけやき共育との関連の中で今

２人増員したということなのですけれども、であれば、この不登校児童に対する手当、

サポート体制というのは、やっぱり継続して充実しているというふうな判断でよろしい

んですか。これが令和３年度から増えていって、けやき共育で今年度からなのか去年度

からなのか分からないけれども人を増やしていって、徐々に徐々にそこに手を加えてい

るので、今をピークにして徐々に減る傾向に持っていけるように見通しているのか、そ

れともまだそこまでいかなくて、やはり来年度もどんどんどんどん不登校のパーセンテ

ージが増えていく。じゃあそこに対する手当てはどのようにしていくのかというのもあ
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りましたら。 

○議長（小松則明君） 教育長。 

○教育長（松橋文明君） 芳賀議員の御質問にお答えをいたします。 

  今不登校の人数が増えているということで報告をしておりますけれども、実は不登校

というのは年間30日を超した場合というふうな定義がありまして、それに該当する人数

が増えてきているということですが、細かいところで見ていきますと、実は前は100日近

く休んでいた子供とかもおったわけなんですけれども、最近では今言ったいろんな施策

を取ってきた関係で、学校に来て別室登校であるとか、適応教室であるとかということ

で、学校のほうに足が向いて別なところで勉強に向かう姿勢が出てきている子供たちが

多くて、少し改善方向になってきております。 

  今年度で見ると、いわゆる高学年とか後期のほうが多いので、前期のほうをなんとか

少なくしようということで、寄り添った教育をということで、先ほどけやき共育を展開

していましたけれども、その結果もあって、徐々に低学年、前期のほうでの発生率が非

常に抑えられてきておりますので、これを継続していくことによって、さらに少なくし

ていって、少なくするのはそのとおりなんですが、やはり子供たちに一人一人に寄り添

った教育がちゃんとできるようにしてあって、自信をつけさせて、自然に足が向くよう

な、そういう施策をこれからも打っていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 今の答弁を聞いて少し安心まではしないけれども、やっぱり先の

光をちゃんと見ながらやられているんだということを確認させていただきました。 

  特別支援学級、年々増えていって職員数はあまり増えていない。ちなみにこの今６学

級あるということですけれども、１学級当たりの児童生徒数というのは大体どのぐらい

いるんでしょうか。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 

○学務課長（吉田 智君） お答えいたします。 

  実は８名までが１学級の定員となっております。大槌学園のほとんどの学級が８名近

い人数になっております。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） ということは、単純に掛け算すると八六、四十八で48人ぐらいが

特別支援を必要とする児童生徒がいるということになりますよね。その中で教員数が増
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えていかないということは、教員の負担は大きくなっていく、この教職員、こういう特

別支援学級に対する教員の配置とかというのは、どこが所管するんですかね。教育委員

会なのか町の予算なのか、それとも県教委から流れてくる何かそういうものなのかにつ

いてはいかがですか。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 

○学務課長（吉田 智君） 特別支援学級、県のほうで定数決まっておりまして、その配

置になっております。ただ、町独自に特別教育支援員、先ほどお話ししました４名から

６名に増やした、これは町の会計年度職員になっております。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 乱暴な話するつもりはないんですが、産業振興が一生懸命して、

ふるさと納税額が増えていって、この間私も大槌高校の生徒に、高校にもこれだけのふ

るさと納税の利益というか税金が入っているんですよという話をしたときに、義務教育

ですから、独自でやられるものがあったら、やっぱりそういう手も考えていかなくちゃ

いけない。金がないという議論になるんであれば、予算がなくて、いや県教委からなの

で、町で抱えている子供たちがそれだけ大変だったら、町独自の財源を投入していかな

いといけないという話になるんですが、そういうときの判断というのはどなたがどうな

さるんですかね。その必要性はもちろん教育委員会部局は、総務部局なのか財政なのか

町長なのか分かりませんけれども、どんどんどんどん言って、それをじゃあそこにやっ

ぱり人１人増員して配置しましょうとかというのは、これはどういうふうなことになる

んでしょうか。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 

○学務課長（吉田 智君） 各学園の現状をしっかり把握させていただいて、例えば来年

度なんですが、実は特別支援学級、もう１学級増える予定になっております。ですので、

支援員も１人増やしてほしいという学校の要望等ございますので、それを教育長はじめ、

首長部局と相談しながら増員について検討を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 

○12番（芳賀 潤君） 特別支援の子供たちが増えたので、ふるさと納税使えという議論

というのは、今それを事例として申し上げただけで、繰り返します。産業振興が何で私

人を増やせ増やせって言ったら、いいこともいっぱいしていて、これだけ納税者がいて、

でも人は変わらないとかって言ったら、やっぱりモチベーション下がりますよ。なので、
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きちっとした財政の管理をして、必要なところに厚い予算をつける、取捨選択をすると

言って、町の活性化をやはりやるべきだ。どうしても必要な、厚い手当てが必要な児童

生徒もいるし、高齢者もそうだし、何かやっぱり人の手を加えないといけないという事

業もありますのでね。そういうところをきちっと整理をする。今ちょうど12月の来年度

の予算編成に向けて人もそうだし、お金もそうだと思うんですけれども、ぜひやってい

ただいて、令和６年度の予算が、こういい予算編成だねということで審議ができること

を期待して、本日の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君の質問を終結いたします。 

  13時10分まで休憩いたします。 

             休  憩       午前１１時５０分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午後 １時１０分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

  臼澤良一君の質問を許します。御登壇願います。臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 永伸会の臼澤良一です。 

  今年も残り半月余りとなりました。今年を振り返ってみますと、物価高騰、円安、新

型コロナウイルス感染症の影響、そういうことを受け、町民の皆様や町内事業者の皆様

も大変な御苦労をなされていることと思います。私も皆様方に寄り添い、信頼と負託に

応えるため、一生懸命力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、議長のお許しをいただきましたので一般質問をさせていただきます。 

  まず、第９次大槌町総合計画の進捗状況と課題についてです。 

  2019年、平成31年３月に策定した第９次大槌町総合計画は、前期基本計画が今年度終

了し、来年度から後期基本計画がスタートします。 

  初めに、前期計画の振り返りについてです。令和４年度事業を評価する大槌町総合計

画評価委員会が、令和５年７月21日に開催されましたので、この会議の資料などを基に

伺います。 

  １点目として、委員会の資料１、14ページには、職員研修の実施回数として、前年度

の５回から11回に増えたことから、Ｂ評価だったものが、Ａ評価と評価が高くなりまし

た。しかし、今も不祥事が絶えないことから、Ａ評価を額面どおりに受け取る町民は決

して多いわけではないと思います。私は研修回数を指標にすること自体、無理があると
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思いますが、御見解を伺います。 

  ２点目として、委員会の資料１、42ページには、大槌高校魅力化推進事業の課題とし

て、地方創生推進交付金が令和６年度終了予定。今後の体制づくりや財源確保が必要で

あるとあります。この課題解決に向けて、今後について、誰がどんなプロセスを経て、

いつ頃までに決めるのか伺います。 

  ３点目として、委員会の資料１、45ページには、震災伝承プラットフォーム構築事業

の令和４年度の成果として、教育・研修旅行の受入れ者数が2,353人とあります。この事

業は無償で行うと伺っておりましたが、この2,353人についても無償で受け入れたんでし

ょうか。その対応について伺います。 

  また、46ページには、語り部育成の課題として、伝えることの弊害とありますが、弊

害とは何を指しているのか伺います。 

  次に、来年度から始まる後期計画について伺います。 

  町民が希望を持てるまちづくりのため、緊急かつ最優先で取り組まなければならない

ことは、当局の組織改革だと認識しております。信頼回復なくして行政運営はあり得ま

せん。 

  当局の不祥事が相次ぐたび、私の元には、町内外からお怒りや苦情の声が数多く寄せ

られます。私たち議員が、議会などの場で幾ら問いただしても、不祥事がやむ気配はあ

りません。 

  研修計画の見直しや人事評価制度の継続、課長補佐・係長制の導入などをもってして

も、病理とまで指摘された組織を改革するには不十分と考えます。 

  そこで、組織改革を専門とする第三者にお願いし、新たに就任された副町長とともに、

改革に向けて取り組むべきものと考えます。それを後期計画にもしっかりと位置づけ、

進捗状況や成果、課題等を町内外の皆様に随時お知らせすることもまた、職員の意識改

革につながると思いますが、御見解を伺います。 

  次に、人口減少による財政面への影響についてです。 

  2018年３月に国立社会保障・人口問題研究所が推計した大槌町の将来推計人口を見る

と、2025年、令和７年から５年ごとに約900人前後減少する数値が示されております。 

  また、超高齢化社会を迎えることによる2025年問題が目前に迫っております。日本の

高度経済成長を支えてこられた団塊の世代が75歳以上となり、社会保障等の増大や労働

力不足、財政問題が懸念されます。 
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  そこで以下について伺います。 

  １点目として、扶助費や国保医療費の増加を懸念しておりますが、過去10年間の推移

と今後の見通しについて伺います。 

  ２点目として、地方交付税の減額も見込まれる中で、今後の町の財政見通しについて

伺います。 

  ３点目として、県内では有効求人倍率が高止まりするなど人手不足が続いているとの

情報を見聞しますが、当町の現状について伺います。 

  次に、地球温暖化防止対策についてです。 

  12月は大気汚染防止推進月間です。温暖化の影響で、命を奪われるほどの猛暑のほか、

経験したことのない集中豪雨や巨大台風による大災害が起きております。 

  気候変動に関する政府間パネル報告書では、温暖化は人間によって引き起こされたと

断定しております。このため、各自治体では地球温暖化防止対策に地域一丸となって取

り組む協議会などを組織しております。 

  この協議会は、地方公共団体、都道府県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖

化防止活動推進員、事業者、住民等が構成員となり、温室効果ガスの排出抑制等に必要

となる措置を協議し、具体的な対策を実践することを目的としております。 

  大槌町でも、第９次総合計画に温室効果ガスの低減など地球環境への負荷低減を図り、

健康で安全な生態系が確保される循環型社会の構築を目指すとあることから、協議会を

組織すべきであると思いますが、御見解を伺います。 

  次に、カーボンニュートラルの推進についてです。 

  政府は2050年カーボンニュートラルを掲げ、地球温暖化の要因とされる二酸化炭素削

減に取り組むよう全国自治体に呼びかけております。環境省の資料によると、2023年９

月29日時点で、二酸化炭素排出実施ゼロ表明をする自治体が991団体となっております。 

  岩手県でも、令和３年３月、第２次岩手県地球温暖化対策実行計画を策定し、温室効

果ガス排出量の2050年実質ゼロを踏まえ、県民や事業者、行政などが一体となって持続

可能な脱炭素社会の構築を目指しております。 

  さらに県内市町村でも、それぞれの地域の特性を生かした取組として、グリーンカー

ボンやブルーカーボンのニュートラルを推進しております。 

  大槌町には町の総面積の約９割を占める林野など、再生可能エネルギーのポテンシャ

ルが高い地域資源があります。これを生かして、グリーンカーボンニュートラルを推進
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すべきであると考えますが、御見解を伺います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。時間があれば、再質問させていただきます。御

清聴ありがとうございました。 

○議長（小松則明君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（平野公三君） 臼澤良一議員の御質問にお答えをいたします。 

  初めに、職員能力開発研修に係る評価についてお答えをいたします。 

  御質問にある評価結果は、第９次総合計画の実施計画に基づき、人材育成の推進を図

るため、職員能力開発研修を実施した回数の実績が評価されたものであります。 

  この研修の目的は、研修を通じ職員の資質向上を図り、効率的な行政運営を行うこと

ができる人材を育成するものであります。 

  職員の能力及び資質の向上には研修を継続的に行う必要があり、現在、階層別研修の

ほか、情報部門や総務部門における実務研修等を実施しております。実施計画期間にお

いて、研修機会を適切に設けられるように実施回数を設定したものであります。 

  次に、大槌高校魅力化推進事業についてお答えをいたします。 

  事業開始から本年で５年目を迎え、大槌高校への入学者は年々増加し、本年度は62名

の生徒が入学しました。県外からの入学者も増加しており、これまでの一つ一つの取組

が確実に実を結び、生徒や保護者から選ばれる高校になってきている成果だと認識をし

ております。 

  今後の体制づくりについては、大槌高校魅力化構想会議や学校運営協議会、岩手県と

連携し、具体的な活動を推進するコーディネーターや地域学校協働活動推進員の配置を

行ってまいります。 

  財源としている地方創生推進交付金については、現在参画している他自治体、特に島

根県と連携しながら、今後継続について国に働きかけを行い、さらに、地方創生推進交

付金以外の国庫補助事業についても検討いたします。 

  そして、来年度中に大槌高校魅力化構想会議や大槌高校学校運営協議会と協議し、そ

の方向性について明らかにしてまいります。 

  次に、震災伝承プラットフォーム構築事業についてお答えをいたします。 

  教育・研修旅行の受入れ者数につきましては、震災伝承プラットフォーム事業の推進

により、官民問わず、町全体の受入れの増加を図る指標となっております。 

  したがいまして、民間団体による受入れ人数も含まれていることから、全て無償では



 

 43 

ありません。 

  議員御指摘の伝える側の弊害につきましては、昨年度に実施した現に語り部として活

動されている方へのヒアリングにより、語り部が町内の方からどのような印象を抱かれ

ているのか、不安に感じていることや震災を経験した方が話す際の御負担になっている

ことを示しております。 

  次に、職員の意識改革についてお答えをいたします。 

  近年の不適切な事務処理が多く見られることに鑑み、第三者委員会の助言を基に、来

年度からこれまでの班長制から、課長補佐・係長制へ組織体制を見直し、事務事業を重

層的に管理・指導できる体制づくりに向けて取り組んでいるところであります。 

  組織体制を見直すに当たり、これまでの班長制について、当初の導入目的を踏まえ、

評価を行った上で課長補佐・係長制の導入を判断したところであります。重層的な組織

体制において、職員がそれぞれの職責を果たせるよう、各種制度と連動した効果的な研

修を行い、町民の皆様の信頼を回復できるように努めてまいります。 

  次に、扶助費及び国保医療費の推移と今後の見通しについてお答えをいたします。 

  扶助費については、社会保障給付の増大や少子高齢化に伴う様々な福祉施策の実施に

より、扶助費は年々増加する傾向にあります。昨年度決算では13億5,400万円で、この10

年間で約1.5倍になっています。 

  特にも、特別定額給付金事業や子育て世帯への臨時特別給付金事業など、新型コロナ

ウイルス感染症対策や物価高騰対策により、令和２年度以降は大幅に増加しました。 

  コロナ禍に伴う特別需要の終息や、予算規模の縮小により、金額は減少していくもの

と見込んでいますが、予算全体に対する割合は現行水準で推移していくものと考えてお

ります。 

  国民健康保険事業会計の保険給付費の推移ですが、10年間で約26％減少しております。

国民健康保険事業においては、被保険者数が年々減少傾向にあり、医療費支出は減少し

ているものと見込まれています。 

  しかし、被保険者が75歳を迎えると後期高齢者医療制度に移行するため、いわゆる団

塊の世代の移行による被保険者数の増加や、医療の高度化などによる医療費の支出が増

加していくものと見込まれております。 

  次に、今後の財政見通しについてお答えをいたします。 

  地方交付税については、コロナ禍による財政需要や国税収入の増大等の理由から、近
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年は高い水準で交付されていますが、今後、人口減少に伴う影響は避けられないものと

見込んでいます。 

  町の財政は、東日本大震災を契機として急激に予算規模が拡大し、復興事業が終息し

た昨年度決算においても、標準財政規模の2.4倍を超える規模となっており、歳入の不足

は基金の取崩しによって賄われている状況であります。 

  しかしながら、社会保障経費の増大や老朽化した公共施設の改修、一部事務組合にお

ける施設更新、公営企業会計への支出など、今後も見込まれる負担は小さいものではあ

りません。 

  今後の人口動態や経済社会の変容を見据え、将来的な財政運営の厳しさを冷静に受け

止め、持続可能な財政運営の確立を図っていく必要があると考えております。 

  次に、人手不足の状況についてお答えをいたします。 

  釜石公共職業安定所によりますと、釜石・大槌地区、本年９月の有効求人倍率は1.04

倍となっており、昨年同月との比較では、マイナス0.16ポイントとなっており、横ばい

状態に推移しております。 

  現在の大槌町においては、製造業や介護、観光関連の業界などで、労働力の確保が課

題にあることを認識しております。 

  また、人手不足は全国的な課題であり、人口減少及び少子高齢化が労働力不足の一因

として影響を及ぼしていると考えており、人手不足は年々深刻化していくものと考えて

おります。 

  このような状況に対応するために、町では、移住定住施策をはじめとする生産年齢人

口の拡大を図る取組を行っています。 

  また、本年10月には、地域産業の担い手の確保として、特定地域づくり事業協同組合

「おおつち百年之業協同組合」を設立しました。 

  しかしながら、人手不足の解消は一朝一夕では解決しない課題であります。引き続き

地域の特性や課題に合わせた施策を検討し、町内関係者と連携し、産業や雇用の場の活

性化を図るよう取り組んでまいります。 

  次に、地球温暖化防止対策に地域一丸となって取り組む協議会についてお答えをいた

します。 

  当町においては、地球温暖化対策協議会が、平成22年10月に設立されたものの、東日

本大震災以降、これまで活動を休止している状況であります。 
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  しかしながら、世界規模で地球温暖化防止の取組が進められている中、当町において

もこれらの取組を積極的に進めていく必要があることから、現在策定中である環境基本

計画等に基づく取組を進めてまいります。 

  次に、地域特性を生かしたカーボンニュートラルの推進についてお答えをいたします。 

  カーボンニュートラルの推進については、大規模かつ長期的に進めていくことが必要

であるため、町民、企業、自治体と地域が一丸となって進めていくことが重要でありま

す。 

  このため、環境問題の状況を御理解いただき、温室効果ガスの排出抑制や削減を図り

ながら、一方で森林保全や藻場の再生など、地域の皆様一人一人に広く認識してもらわ

なければならないと考えております。 

  このような地域ぐるみの取組が重要となることから、さきに述べた環境基本計画や地

球温暖化対策実行計画の事務事業編などの各施策の取組に沿って進めてまいります。 

○議長（小松則明君） 再質問を許します。臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 御答弁ありがとうございます。時間もありますので、順を追って

再質問させていただきます。質問の項目が多いので、簡潔にお答えいただければ幸いで

す。 

  まず１点目の総合計画についてですが、１点目は職員の研修についてですが、総合計

画では研修回数が多ければよしとされています。実際は今も不祥事が起き続けている、

そういう状況にあると認識しています。研修を増やせば不祥事が減るという単純な話で

はないことを私は明らかだと思っています。研修の回数ではなく、この不祥事の回数を

指標にしたほうが分かりやすいのではないでしょうか。 

  ここで私が言いたいのは、研修が本当に職員に役立っているのか、身になっているの

かということです。大槌町役場についても、第三者委員会に病理とまでも指摘されまし

た。病理を治すためには大槌町独自の研修プログラムが必要になると考えています。 

  例えば、第三者委員会で指摘された内容は、私は大切な教材になるものと思っていま

すので、ぜひこの指摘された内容をプログラム化して取り組むべきと思いますが、御見

解をお伺いします。 

  研修にはもちろん多額の予算や時間もかかります。また、多忙な時間を割いて研修に

参加する職員の皆さんの御苦労も大変なことがあると思いますが、やっぱりこれは職員

のスキルもやっぱりこのぐらいアップしたという客観的な確認とか評価も私は必要だと
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思っていますが、ぜひこれを指摘されたことについてプログラムをして取り組むべきだ

と思いますが、御見解をお伺いします。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 臼澤議員の御質問のあるとおり、研修やって終わりとい

うことではなくて、それが身についているかどうかというところが非常に大切なことな

んだろうなと、それはそのとおりだと思います。 

  私どもの、当町のほうの職員の研修プログラムというところなんですけれども、職員

の研修は県下、ほかの他の自治体も同じなんですけれども、岩手県の研修協議会という

ところで研修を集中的に行っております。その研修は初任者研修から在職年数に応じて、

それぞれプログラムが組まれておりまして、それに応じて、私どものほうも職員を派遣

して研修を受講させているというような状況になってます。 

  内容的には、そういった階層別なところから、それからあとは専門性のあるところ、

財政面であったりだとか政策的な面であったりだとか、そういったプログラム組まれて

おりますので、そういった形で研修のほうは今後も進めていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 県内一律にやるという研修、職員研修ということで理解してよろ

しいでしょうか。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 多数の自治体が参加している研修になりますので、ほぼ

ほぼ県内の市町村職員が受講している研修となっております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 了解しました。 

  一応、私どもも研修の最終目標は、やっぱり住民サービスの向上に資する職員集団を

築くこと、これがこの研修の最終目標だと思っています。ぜひプロを育てる研修を行う

べきであると考えておりますが、このプロを育てる研修、これについての御意見があれ

ばお願いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） 私どものほうも、役場に入庁してからこれまで、それぞ

れの職階に応じて研修等を受けてまいりました。そういった中では、やはり新たにスキ
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ルを身につけるために研修会に臨んでいるというところでは、やはりプロを目指して、

みんな研修を受けているというふうに捉えております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） ぜひその研修の成果を日常の業務に反映させていただければあり

がたいです。 

  次に大槌高校魅力化についてですが、町としても存続するために、様々な角度から御

支援をされております。大槌高校の魅力化推進事業については、私どももはま研究会の

メンバーに御協力いただいて、そういういただいた立場なので、大変この事業には興味

を持っております。 

  令和６年度以降も予算を確保して、事業を継続させたいとの御答弁をいただきました。

11月22日に地域住民と教員、それから高校生が一堂に会して、これからの大槌高校を考

える会が開催されたと聞いております。ちょっと残念ながら私は所用のためこれは参加

できませんでした。 

  そこで改めてお尋ねしたいんですが、事業の継続について、参加された地域住民から

どのような御意見が出されたか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 

○学務課長（吉田 智君） お答えいたします。 

  これからの大槌高校を考える会のグループ協議等で聞かれた意見をお答えいたします。 

  地域住民の方々から、高校生の実践発表を聞いて、高校の魅力化の取組は町議会議員

の皆様をはじめ、地域と連携した探求活動を行ってきたことで、より地域への愛着や就

業意識が高まっていることが実感できたというものであるとか、義務教育から積み上げ

てきたふるさと科の効果が大きいことが分かったと、大槌町の進めるゼロ歳から18歳ま

での教育の成果を感じることができたであるとか、あとは高校生が地域で学ぶ姿は住民

の活力につながっているなどの意見を伺うことができております。 

  高校魅力化事業が着実に地域住民の皆様にも良い影響を与えており、地域住民の皆様

も継続を望んでいるというふうに捉えております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 参加された方々からかなり評価が高いという、そういう御答弁だ

と思いますので、ぜひ参加されている方々の御意見を尊重しながら、これからもこの事

業に取り組んでいただければと思っています。 
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  それから、高校生のまちづくりの観点からお尋ねします。 

  この人口減少とか少子超高齢化社会の問題は、これは大槌だけの問題ではなくて、次

の世代の担い手である若者を私は無視して地方自治とかまちづくりを継続できないと、

そのように危惧しています。幸いに、大槌高校では令和６年度から、普通科から地域社

会の課題解決を目指す学科として、地域探究科へ学科を変更するということを伺ってお

ります。この地域探究科というのは、地域の課題に注目することと、あとそれから地域

の企業と共同して産学連携をすることだと思っています。 

  そこで、高校生の出番と居場所づくりの政策を、この事業に位置づけて、高校生から

出された意見とか提案を、１年に１件でも予算をつけて事業化してはいかがでしょうか。

それによって、高校生たちも含めて若い人たちも、私たちはまちづくりに参加している

という、そういう意識の醸成に資すると思いますが、この点について御見解をお尋ねし

ます。 

○議長（小松則明君） 学務課長。 

○学務課長（吉田 智君） お答えいたします。 

  議員のおっしゃるとおり、高校生の視点は本当に大変貴重で、我々大人に新たな気づ

きを与えてくれるものでございます。これまで事業化には至っておりませんが、昨年度

のシミュレーション大槌で行った高校生が、ふるさと科、ふるさと納税について、改め

て職員にプレゼンテーションをしたりとか、あと桃畑学園サーモンＰＲイベントにおい

て、桃畑学園サーモンを活用した商品を販売するなど、実現したものも少なくありませ

ん。 

  今後は事業の実現可否を見極めて、事業としての必要性、有効性、効果性を確認し、

事業の内容の妥当性を精査した上で、事業化について検討すると同時に、高校生にはど

うしたら事業化ができるのかとか、事業化についてできないときはなぜできなかったか

という理由をきちっと伝えて、高校生の探求意識をもっと高める機会が必要であるとい

うふうに感じております。 

  また、高校魅力化の推進により、高校生が地域で挑戦する機会の確保、これは国、こ

ども家庭庁でも議論されているところでございますので、安心していることができる居

場所づくりの必要性は非常に高まっているというふうに感じております。今後も継続し

て事業の推進を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 
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○５番（臼澤良一君） せっかく地域探究科という学科をもうつくるわけですので、まず

つくるというか、組織改編をして地域探究科になるわけですので、ぜひ大槌町の町の内

容を深掘りをして、ぜひまちづくりとか、地方自治にも興味を持ってもらうような御指

導いただければ幸いです。 

  次に、すみません、震災伝承プラットフォーム構築事業についてですが、民間団体に

よる受入れ人数も含まれていることから、全て無償ではないという御答弁ですが、ちょ

っとこれは、私はいろんな意味でちょっと驚いたわけです。まずこの事業については、

昨年12月の定例会の私の質問に対し、当局はこれまではお金を取らないと何度も御答弁

をされました。その上、有料で語るプロの語り部育成を行わず、町が行う伝承事業に参

画してもらえる人を養成するという御答弁をいただきました。それがなぜその民間団体

の有償事業、いわゆるビジネスの話になったのか、ちょっとここについて明確に御説明

をいただければ幸いです。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） 質問にお答えいたします。 

  まず初めに、この地方創生推進交付金の目標指標、こちらのほうは受入れ者数の人数

でございまして、この事業を行ったことによってどのような効果があったかという、測

る指標となっております。ですので、無償とか有償とかそういったものではないもので

ございます。 

  議員御指摘の有償無償の部分なんですけれども、そもそもこのプラットフォーム事業

で行う語り部の講習会というか、開催したものについては、そこの講習会の有償無償に

ついては無償であるというふうな答弁だったと記憶しております。ですので、この後の

受けた方が有償でするか無償でするかといったことについては、ちょっとそれは切り離

したものとなるというふうに捉えておりまして、今回のこのプラットフォームの講習会

の費用については無償であるといったものになります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 確認します。町が主催する講習会についての参加費用は無償。し

かしながら講習会を修了して、独自で各団体が実施するのについては、これは別と考え

てよろしいですか。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） そのとおりでございます。 
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○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） それでは、先ほど民間団体等の話がありました。この民間団体と

はどこの団体なんでしょうか。差し支えなければ御紹介いただければ幸いです。 

  また、町内を、大槌町をベースにして活動している団体数、これどのぐらいなんでし

ょうか。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） 町内、今回この指標に関わる部分で、当町で

押さえている団体数は１団体でございます。また、町内で伝承に係る取組を行っている

ＮＰＯ等につきましては、２団体あるというふうに私は捉えておりました。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） そうすると、ごめんなさい、１団体と、それから別に活動してい

る団体が１団体、トータル２団体。 

  そして、教育研修を受ける者数が2,353人とありますが、これは町が受け入れた人数と、

その２団体が受け入れた人数、これの数を教えていただければ幸いです。トータル内訳

です。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） 御質問にお答えいたします。 

  今回のこの受入れ者数の2,353というものにつきましては、町の人数は含まれておらず、

１団体の人数であります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） すみません、確認します。町が例えば行政視察等で来る人数はカ

ウントされていないということでよろしいですね。そして、１団体で2,353人、これは１

団体が受け入れた数でよろしいでしょうか。もう一度お願いします。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） 議員御指摘のとおり、町の視察対応等は含ま

れておりません。この人数につきましては、１団体の受け入れた人数として報告を受け

た人数でございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） それではプラットフォーム事業とは、結局当初の計画にあったよ

うに団体が行う観光事業そのものだったのではないかとそういう気がしますが、これに
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関する御見解をお伺いします。 

○議長（小松則明君） 協働地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（太田信博君） 御質問にお答えします。 

  まずこのプラットフォーム、地方創成推進交付金を活用したこの事業でございますけ

れども、当初の計画は、震災の記憶の風化が懸念され、その防止を図る取組の一環とし

て進めてきたといったところでございます。こういった観点で、議員御指摘のような事

業ではなく、あくまでも町としては震災の記憶を風化させないための取組の一環であり、

その震災を伝えていく、環境の整備を整えていく上で、町が行う事業を進めてきたとい

ったものになります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） すみません、ちょっと、もっともっと聞きたいんですけれども、

また改めてお尋ねしたいと思います。 

  まず震災事業とか、語り部震災事業という、やっぱりあの日あのときのことを決して

忘れたら駄目だということを私は後世に伝えるということが、語り部の主な目的と思っ

ています。ぜひ、このことを肝に銘じて事業に取り組んでいただければと、そのように

願っています。 

  それから、職員の意識改革についてです。組織改革についてですが、組織改革を専門

とする第三者を雇うことと、それから組織改革を後期計画にしっかりと位置づけること

を提案したんですが、御答弁をいただけませんでしたので、再度お尋ねします。 

  もちろん組織改革を総合計画に位置づけられると、かなり厳しいと私も認識しており

ますが、私はそのぐらい今の町の状態、非常事態です。だということを認識いただけれ

ば思って質問しました。 

  もちろんその研修とか人事評価制度、課長補佐、それから係長制の導入だけでは、組

織改革は厳しいと思われます。これまでの不祥事では、町の上層部なども関係している

ことも考えると、私どもは組織改革の専門家に委託することも、委託するとか、雇用を

して対応すべきであると、そのぐらいの重要なことだと思っていますが、これに対して

御見解を伺います。 

○議長（小松則明君） 総務課長。 

○参事兼総務課長(藤原 淳君） まず来年度から課長補佐・係長制ということで、導入を

進めているところでございます。これは震災前に現在の班長制を導入して、これまでや
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ってきて、そこでやはり組織的に弱い面が見えてきたというところで、来年度からまた

班長制になる前の課長補佐・係長制を導入しようというふうに考えているところでござ

います。もう一度組織の構成を班長制になる前の課長補佐・係長制に戻して、その上で

組織を運営していって、まずは第三者に委ねるということではなくて、自らやはりその

辺を立て直しを図っていくのは、まず第一なのかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 今総務課長さんがおっしゃったことを肝に銘じて、取り組んでい

ただきたいと思っています。 

  私はなぜこういうふうに言うと、私大槌町の役場組織、いわゆる私たち町が第三者委

員会から病理と言われたこと、これを本当にショックを感じています。ですから、組織

の病理を直すことと、これを最優先にかけて、後期総合計画に取り組み、ほかの自治体

にも認識いただくべきと考えておりますが、改めてこれに対する御見解をお伺いします。 

○議長（小松則明君） 副町長。 

○副町長（菊池 学君） 臼澤議員から御指摘のとおり、第三者委員会の答申では、やは

りかなり厳しい御意見をいただいたというふうに思っていまして、そこをまずきちんと

改善しなきゃならないというふうに考えております。 

  そのために、先ほど言いました研修制度という部分で、全職員に応じて様々求められ

る能力、スキルがありますから、職員別の研修でしっかりそういうスキルを身につけな

がら、あとはこういう組織体制、課長補佐制、係長という形で重層的にすることで、職

員を徐々にスキルアップしながら幹部に育てるという部分もありますし、組織のそうい

う執行体制をきちんとチェックしていくという部分もありますので、まずここ、あと人

事評価制度もありますから、ここも去年から始めたばかりになりますので、こういう制

度をまずきちんと動かしながら、組織の改革、改善を図っていきたいというふうに考え

ております。 

  いずれ議員御指摘のとおりというふうに考えておりますので、そこに向けていずれ来

年度以降、後期の重要な位置づけにしながら取り組んでいければというふうに考えてお

ります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 副町長さんの力強い御答弁いただきありがとうございます。 
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  やっぱりこの組織が変わって、大槌町変わったということを内外にアピールして、再

認識してもらう、そういうことが私大事だと思っています。ぜひよろしくお願いします。 

  それから、人口減少による財政面への影響についてですが、まず扶助費と国保医療費

の今後についてですが、12月５日発行の広報に、令和４年度の決算報告書が掲載されて

おりました。９月議会で一般家計簿に例えて掲載するようにちょっとお願いしたところ

ですが、各項目に用語の説明があって、大変見やすくなった。それは町民の皆さんから

もかなり評価が高い、それを報告させていただきます。それから、これからも大槌町の

町の財政を知っていただくためにも、町民に分かりやすい決算並びに予算の説明を、整

備を努めていただければ幸いです。 

  そこでお尋ねしたいんですが、大槌町の人口１人当たり、交付税というのは幾らぐら

いでしょうか。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  令和５年度の普通交付税になりますが、交付額は29億3,571万8,000円となります。令

和５年４月１日現在の人口が１万837人、これを割り戻しますと、人口１人当たりは27万

897円となります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） ありがとうございます。 

  １人で約27万円、それを交付税として私たちが負担していただいているところですの

で、きちっと私どもはこの27万円の重みをしっかりと理解していかなきゃならないと思

っています。 

  ２点目の、人口減少によって財政規模が小さくなると、私心配しているんですが、こ

のことによって扶助費等のそれに対する影響も心配されるところです。町では長期財政

計画を立てていると思われますが、歳入不足は基金の取崩しで補っていると御答弁あり

ました。現時点で基金残高、そして毎年幾らほど取り崩しているのか、また今後、どの

くらいの額を取り崩していく見込みなのか、その点について、今後の財政規模の見通し

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  現時点での基金残高については、基金全体で159億8,072万円となります。そのうち予
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算編成において、大きく影響する主な基金は、財政調整基金とふるさとづくり基金であ

ります。財政調整基金の残高は31億962万円、ふるさとづくり基金においては49億6,596

万円となります。 

  基金の取崩し額についてでありますが、令和３年度については、財政調整基金で３億

273万円、ふるさとづくり基金においては17億6,346万円、計約20億6,619万円となります。

しかしながら、この中身については、東日本大震災津波復興基金市町村交付金返還金が

12億9,627万円は、特殊事情として除いて、そのほかふるさと納税に対応した事業は寄附

額に応じて対応するため、約２億9,000万円を除くと、令和３年度では約４億7,992万円

の取崩しとなります。 

  令和４年度については、財政調整基金６億7,170万円、ふるさとづくり基金５億8,184

万円、計12億5,354万円となります。しかしながら、大槌町公共施設等総合管理基金積立

金で積み立てた５億円は特殊事情として除き、ふるさと納税寄附額に対応した事業４億

4,900万円を除くと、令和４年度は約３億454万円となります。 

  令和５年度は予算ベースとなりますが、令和５年度は財政調整基金２億5,087万円、ふ

るさとづくり基金12億2,354万円、約14億7,441万円となります。今回の補正予算で増額

しているふるさと納税寄附額に対応した事業約８億円を除くと、今年度は約６億7,441万

円となります。これは予算上の金額でありまして、決算においては減額となるものと想

定しております。 

  今後の取崩しの見込みについては、財政計画上、財政調整基金からの繰入れについて

は、令和６年度は15億8,600万円、この中に震災特別交付税返還金が約10億円を見込みま

す。令和７年度では6,400万円、令和８年度では8,400万円、令和９年度では2,000万円、

令和10年度1,200万円と推計値としているところであります。 

  ふるさとづくり基金からの繰入れは、ふるさと納税寄附額に対応した事業を除けば、

毎年度２から３億程度は必要となると推測しております。 

  今後の財政規模の見通しについては、令和６年度105億円、令和７年度約93億円、令和

８年度83億円、令和９年度79億円、令和10年度79億円と、財政収支の見通しを立ててお

ります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 了解しました。だんだん財政規模が縮小するということで、きっ

ちりとした財政運営をしてほしいと。もちろん自治体には自治財政権がございます。大
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槌町も、国、県と対等の関係を持ちながら、自治立法権とか自治行政権、そして今、自

治財政権を有する完全自治体ですので、今の企画財政課長がお話しされた金額を念頭に

置きながら、健全な財政運営に努めていただければと願っています。 

  それから、次に人手不足についてです。おおつち百年之業は２人が就職し、農林水産

業に関わる５事業者が役員となったとのことです。今後この組合に就職する人と参加事

業者の両方を増やしていくものと思われますが、就業する人としてはどういった人を対

象に、どういうＰＲをしているのか、また参加している事業者はどういった分野を広げ

ていくか、その辺のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  特定地域づくり事業協同組合百年之業に関しましては、あくまでも経営主体は事業協

同組合でございますので、細かい細部については、あくまでも組合ということになりま

す。ですが、町としても御支援していますので、そこは相談しながらやってございます。 

  今後の産業分野の広がりでございますが、まずは町内の課題抽出を行いたいなという

ふうに考えてございます。町内の事業者等回りながら、どういった課題があるのかとか、

どういった部分をこれから強化しなければならないのかという部分を、まず洗い出した

上で、担い手不足に悩んでいるような事業者の皆さんと解決方法等を、百年之業にやれ

ば解決するのか、それともまた別な手法で解決すべきなのかという部分も、今後膝を突

き合わせながら展開してまいりたいというふうに考えてございます。 

  それから、ＰＲに関しましては、もちろん移住定住施策と連動し、あとは町内の定住

という観点からも、町内の皆様、それから町外の皆様に幅広く町のすばらしさと併せて

ＰＲしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） あらゆる側面から光を当てて、ぜひ産業発展に努めていただけれ

ばと思っています。 

  ちょっと時間の関係で、その次の地球温暖化防止対策についてです。 

  すみません、ちょっとお待ちください。協議会を設置すべきとの私の質問に対して、

ちょっと明確にお答えいただけなかったので、再度お伺いします。 

  地球温暖化協議会は平成22年に設立されて、震災の影響で休眠状態となっていると。

しかし今環境問題を考えるときに、地域で考えて、地球規模で行動する、いわゆるこの
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シンクグローバリー、アクトローカリーという言葉があります。震災から10年たってい

るので、また昨今の大槌町の環境、それから地球上の環境を考えると、早急に協議会を

設置すべきと思いますが、答弁には現在策定中の環境基本計画に基づき取組を進めると

ありますが、これは協議会を設置するとの理解でよろしいでしょうか。明確に御答弁い

ただければありがたいです。 

○議長（小松則明君） 町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長(小笠原純一君） お答えいたします。 

  議員おっしゃいますとおり、環境に関する取組に関しては、世界規模での共通認識の

下で大きく展開をしていく必要があるというふうに考えております。 

  しかしながら、現在の当町の環境に関する計画、第一次の環境基本計画でありますが、

この内容につきましては包括的な内容でありまして、また計画期間も超過しているとい

うことで、今世界的にまず取組行為ということで、例えばＳＤＧｓ等の具体的な取組と

いうのが町の計画の中には含まれておりませんことから、こういった取り組むべき方向

性を今年度しっかりと定めるということで、今計画策定を進めております。この計画が

策定した暁には、町全体で取り組むべき課題や方向性というのが示されますことから、

この計画が策定した暁には、今年度末でありますが、協議会の活動再開に向けた取組を

進めていきたいなというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 前向きな御答弁いただきありがとうございます。 

  次にカーボンニュートラルについてですが、先ほど町長から、町民、企業、自治体が、

あとは地域が一丸となって進めていくことが重要であると御答弁いただきました。です

から重要性を理解していただき、早く取り組んでほしいと、そのようにも願っているわ

けです。 

  私もこのデータを収集して、大槌町の民有林の杉の人工林のＣＯ２の吸収量を、本当に

電卓ですが、それで試算してみました。もちろんその杉の樹齢によって吸収量に差があ

りますが、杉の人工林であれば、１年間に１ヘクタール当たり１トンから３トン程度の

吸収量、そして広葉樹林であれば、１年間に１ヘクタール当たり１トンの吸収するとい

うそのデータがございます。ですから、令和２年度の岩手県の資料によりますと、大槌

町の民有林の杉の人工林は1,535ヘクタール、これを炭素吸収量に、本当あらあらですけ

れども試算すると、1,535トンから4,605トン吸収されていることになります。 
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  これで、実は環境省の2020年度自治体排出量カルテというのがございまして、これで

見ますと、大槌町の2020年度の排出量はＣＯ２が７万1,000トンです。これ、先ほどの民

有林の杉の人工林、6.5％吸収している算出すると、本当にアバウトな計算ですが、6.5％

吸収しているとデータがはじき出されます。私が理解していただきたいのは、大槌町に

も森林由来のカーボンクレジットが存在している。これを活用すべきであるということ

です。ですから、カーボンニュートラルの推進についても、ぜひ取り組んでほしいと願

っておりますので、御見解をお尋ねします。 

○議長（小松則明君） 当局、時間を止めてください。大丈夫ですか。町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長(小笠原純一君） ありがとうございます。 

  二酸化炭素を主としました温室効果ガスの排出量と、森林資源等による吸収量の均衡

が図られることはカーボンニュートラルであるというのは承知をしてございます。 

  議員より調査いただきました結果にもよりますとおり、大槌町における賦存的二酸化

炭素吸収量は、議員の試算によりますと1,535ヘクタールで、1,535トン以上のＣＯ２吸収

というところでございました。 

  岩手県の林業技術センターの研究成果によりましても、大槌町のＣＯ２吸収量が１万

4,154トンであるということから、これは面積がちょっと民間の杉人工林に対しては約11

倍の面積でございますので、大体数値的には賦存量としては合致しているかなというふ

うなことでありますが、先ほど議員の説明にもありましたとおり、大槌町内におけるＣ

Ｏ２排出量が７万1,000トンだということでいきますと、比較しまして約５倍の量の排出

があると。これを端的に森林資源によって全て吸収をして、カーボンニュートラルに来

すことは相当無理なところでありますので、これはやはり排出をしている生活、あとは

産業、交通等の部門からのＣＯ２の削減量をまず減らすことが大事ではないかなというふ

うに考えております。 

  この対策としましては、先ほど今御説明いたしましたとおり、排出量の抑制や削減、

転換が必要ということで、まずもって、町のみならず、先ほど町長の答弁でもありまし

たとおり、住民や事業者の理解と協力が必要であるというふうに考えております。町と

いたしましても、町民や事業者の方にお示しをさせていただく計画を定めた上で、一体

となって取り組んでいきたいなと、このように考えてございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○５番（臼澤良一君） 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 
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○議長（小松則明君） 臼澤良一君の質問を終結いたします。 

  14時20分まで休憩いたします。 

             休  憩       午後 ２時１０分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午後 ２時２０分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

  佐々木大作君の質問を許します。御登壇願います。佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） 新風会の佐々木大作です。 

  議長からのお許しが出ましたので、一般質問のほうをさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

  私からの質問のほうは、大槌町の文化や芸術に関する振興と観光の促進についてとい

うことになります。 

  町内では今年も様々な催しが開催され、多くの方々でにぎわいました。その中でも、

大槌町文化交流センター、おしゃっちを会場とした透明標本展のほうは私も観覧させて

いただきましたが、学校等の化学室、理科室でしか見たことのないような内部骨格やホ

ルマリン漬けの標本が、手間を加えられて芸術として一般の目に触れるという発想に感

心いたしました。 

  この展示会は、岩手県では大槌町が初開催となるということで、町民の方々が新たな

文化に触れる機会ができたとともに、町外の方々にも広くアピールができる催しと感じ

られました。町を訪れるよい機会になったとも思われます。実際、おしゃっちの駐車場

には県外ナンバーの車の停車も数多く見受けられました。今回の透明標本について、開

催の経緯と観覧に訪れた方々の状況についてお尋ねいたします。 

  今後も町内外を問わず、大槌町が文化・芸術の発信の場となり、町外からの来町を促

進するような催しを期待したいと思いますが、次年度以降で町外から大槌町へ人を呼び

込むためにどのような計画を予定されているのか、お伺いいたします。よろしくお願い

いたします。 

○議長（小松則明君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（平野公三君） 佐々木大作議員の御質問にお答えをいたします。 

  初めに、透明標本展の開催経緯と観覧に訪れた方々の状況についてお答えをいたしま

す。 
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  今回の事業は、地域活性化起業人が企画した事業であり、透明標本作家の富田氏と面

識があり、当町での透明標本展開催を依頼したところ、快諾をいただき開催に至ったも

のであります。 

  10月７日から９日までの３日間の開催期間中に、県内外から約1,000名の方が透明標本

展のために御来場いただきました。遠くは青森、仙台、東京からも透明標本展のために、

大槌町に来町されたと伺っているところであります。 

  次に、次年度以降の町外からの誘客を図るイベント等の計画についてお答えをいたし

ます。 

  本年度に引き続き、岩手県沿岸で唯一開催されておりますサーモンイベントである岩

手大槌サーモン祭りや三陸大槌町郷土芸能かがり火の舞など、町の特産品のＰＲと地域

の伝統行事の活性化を同時に行い、町内外からの誘客を図ります。 

  また、町内で開催されている三陸コネクトフェスティバルや、イスワングランプリな

どとも連携しながら、町内でのイベント開催を支援してまいります。 

  あわせて、大槌町の魅力を広く知っていただくためのＰＲや、ＳＮＳやウェブサイト

を通じた情報発信を図ってまいります。これにより、町外の方々に情報を発信し、来町

の動機づけを図ります。 

  次年度以降も引き続き、町内関係者と連携しながら、大槌町への誘客を図るイベント

を企画してまいります。 

○議長（小松則明君） 再質問を許します。佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） 町長、御答弁ありがとうございました。 

  答弁で挙げられたイベントのほかに、例えば今年の４月には台湾と日本の漫画家さん

による色紙の展示を行った台日色紙展、漫画の絆が、こちらのほうもおしゃっちのほう

で開催されましたが、こちらの開催の経緯などを教えていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  東日本大震災の復旧・復興支援では、我が大槌町は台湾から約25億円ほどの支援をい

ただいてございます。そういった関係で、2020年東京オリンピック、パラリンピックの

際に、台湾のホストタウンに当町がなりました。そういった縁もあって、私どもでは2020

年より台湾の台北市で開催されております漫画展が、台湾市場のもう一大イベントなん
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ですけれども、アニメイベントがございまして、そちらのほうに大槌町のブースを設置

しておりまして、私どものキャラクターである大槌カイ等を活用して、震災の支援あり

がとうございますということをお伝えしてまいりました。 

  そういった縁もございまして、この春、実は台湾の大使館から大槌町で、それから東

京と大槌町で、台湾のそういった漫画家さんの色紙展を開催したいということで、御縁、

それからつながりによって、今年の４月に台湾の台日色紙展、漫画の絆が開催されたと

いうことでございます。 

○議長（小松則明君） 佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） 回答のほうありがとうございます。 

  台湾との諸外国、こちらとの交流のほうに関しましても、やはり大槌町のほうで、今

回の漫画の絆もそうなんですけれども、やはり東京で開催の次に大槌町で開催されたと

いうことを聞き及んでおりまして、やはりホストタウンに選ばれ、ホストタウンでの交

流というところも含めて、やはり交流というのを重視していくというところが大事かな

と思います。 

  次に、このようなイベントの開催、町外の来町を促進するイベントのほう、こちらの

ほうで、町民へ期待する効果と、町内事業者への効果をどのように捉えておりますか。

お教え願いたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  町民への効果といたしましては、今回議員が御質問にあったとおり、こういった新し

い文化や新しい作品に触れるということ、機会が、大槌町にいても、交通事情が悪い大

槌町にいても、こういった文化やこういったイベントにできるんだということで、町民

の皆さんが期待をこれからもできるし、私たち大槌町に住んでいても、こういったイベ

ントに触れることができるんだという機会を創出できたかなというふうに考えてござい

ます。 

  それから、町内事業者に関する効果や期待でございますけれども、今回のイベントに

限らず、町外、町内を含んだやはり誘客を伴うイベントについては、宿泊、それから町

内事業者のお土産と、それから飲食含めまして、やはり来客がある、イベントがあると

いう高揚感といいますか、そういった感じで購買力が高まります。ですので、いずれ町

内のイベントを開催して、１人でも多くの来町者をお迎えした上で、町内の魅力を発信
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しながら、町内の事業者の経済活動を発展してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

○議長（小松則明君） 佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） ありがとうございます。 

  そうしましたらば、先ほど町長のほうも情報発信の件をおっしゃられていたんですけ

れども、イベント、催しの開催、こちらに伴います情報発信に利用する媒体と、その利

用された媒体、そちらに関する効果はいかがなものだったかというのをお教えいただけ

ればと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  イベントの規模などによって使う媒体等はちょっと違ってきますが、対応しているの

は、ＳＮＳなどのウェブサイトを通じた発信が、これは広く周知できる、それから短時

間でも周知できるということで活用してございます。それから、サーモンイベントにつ

きましては、岩手大槌サーモン祭りにつきましては、ラジオのＣＭ枠を通じまして、広

く県内外のほうに、聞こえる範囲でございますけれども、周知してございます。こちら

はかなり聞いた聞いたということで、ラジオＣＭは非常に効果的であるというふうに考

えてございます。それから、もちろんサーモン祭りもそうですが、私どもの町でやる商

業販売イベント等は、規模によって新聞広告、新聞掲載も行ってございます。こちらも

地元紙でございますけれども、非常に購買者の意欲をそそるような状況になってござい

ますので、やるイベントの、実施するイベントの規模によって、その媒体を変えながら

効果的に図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） ありがとうございます。 

  そうしましたら、次年度以降も町内で開催するイベントや催し、あとはスポーツ大会、

こちらのほうの開催を期待する、町民の方々も期待されていると思います。その中で、

人口減少や少子高齢化が進む中で、このようなイベントを開催するに当たって、懸念さ

れる点などあればお伺いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） まずは、佐々木議員におかれましては、私どもが

開催いたしますイベントに参加、それから観覧のほうに御参加いただきまして感謝申し
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上げます。 

  今後少子高齢化や人口減少の中で、どうしてもこれはイベントだけではございません

が、どうしても参加者、それから趣味の多様化によって、やはり何ていうんですかね、

関心の希薄さというのも町民間によって、どうしても生まれてきているという部分があ

ろうかというふうに考えてございます。 

  これからこういった対策には、やはりイベントの複合化などによる、町内の関係者が

１人でも多くイベントに関わる、それからイベントの主役になるというか、そういった

場面場面をつくっていきたいなというふうに考えてございます。いずれにせよ、悲観的

なこともたくさんございます。ですが、私たちが今できることを町内の関係者と連携し

ながら、イベントであったり、行事であったりをこれからも実施してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） ありがとうございました。 

  イベントの企画、こちら開催などは町がにぎわうためにやはり有効なものだと思いま

す。文化芸術の継続、発展などは、大槌町の誘客、観光に来る人たちに対して大きな力

になると思っています。 

  現時点で、町の文化・芸術などの活動したイベント、こちらの将来像、こちらに関し

てどのようなイメージで今後進めていくというところを描いておられるのか、こちらの

ほうをお伺いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  町では、まずは交流人口の拡大を一番に念頭に置きながらイベント等を開催してござ

います。そういった中では、確かにいろいろな先ほどお答えしましたとおり、少子高齢

化や人口減少などの問題もございますが、私どもとしては、やはり今、このすばらしい

大槌町には資源がございます。その資源というのは、実は11月18日も、17日はふるさと

大槌会を開催いたしまして、18日は川越市のほうで感謝の舞という、郷土芸能の感謝の

舞を行いました。その中では、川越市の３か所で実は公演いたしました。これは町外で

ございますけれどもね。ですが、やはりまだまだ大槌町を知らない。それから、まだま

だ虎舞という郷土芸能知らない方がたくさんいた。そういった中では、大槌町ってどこ

なの、こんなにすばらしい郷土芸能があるのかというお声を非常にいただきました。私
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たちは、まだまだ資源があるのに、発信できていないという部分があるんだと思います。

そういったもちろん郷土芸能だけじゃなくて、私どもがつくっている、制作しているア

ニメもございますが、いずれにせよ、私たちの町に来たい、それから見たい、泊まりた

い、買いたいというそういった商品や、そういった見せ方をしながら、これからも大槌

町の魅力発信をするイベントを町内外で、そして１人でも多く町の関係者が関わるよう

なイベントを企画してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小松則明君） 佐々木大作君。 

○１番（佐々木大作君） ありがとうございます。 

  今後、やはり町内向け、町外向けのイベントの開催を促進していっていただきたいと

いうところもありますし、やはりイベントに参加されて見ていただくということはもち

ろんの中で、さらには体験していただいて、そこで体験していただいた思い出を、次の

リピーターというところにつなげていければというところが、多分今後も大事なんじゃ

ないかなと思います。 

  やはり町内事業者と、先ほども課長のほうで答弁いただきましたとおりに、事業者と

の連携というところで、こちらのほうで町のものを、大槌町の魅力発信させるというと

ころもありますし、文化だったりの磨き込み、こちらのほうを引き続き行っていただき

たいと思います。 

  やはり産業振興の発展ということが、やはり期待ということでさせていただきまして、

私のほうの質問のほうを終わらせていただきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 佐々木大作君の質問を終結いたします。 

  以上で本日の日程は終了いたしました。 

  明日13日は午前10時より再開いたします。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  御苦労さまでした。 

              散 会  午後２時３７分 


